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   議事日程第３号        第４回定例会 

   令和７年１２月１０日（水）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○柏倉信一議長 日程第１、引き続き一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。 

 

 一般質問通告書 

 令和７年１２月１０日（水）                       （第４回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１１ 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

 

地域計画について 

 

 

 

 

 

 

 

本市の観光の方向

性について 

 

（１）地域計画を策定したが、利用され

ている農地と耕作放棄されている農

地はどれくらいあるのか。 

（２）利用農用地等の面積は10年後にど

れくらい減るのか。 

（３）中山間地域の調整区域は耕作放棄

地となっているところが多いが、活

用する見通しはあるのか。 

（１）観光資源の在り方について 

（２）地域独自資源の掘り起こしについ

て 

（３）稼ぐ観光をどのように実現するの

か。 

２番 

佐 藤 政 人 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１３ 

 

健康長寿のまちづ

くりの現状と取組

について 

 

（１）健康診断（市ドック）の受診状

況、受診率向上のための施策及びこ

ころの健康について 

  ア 特定健診の受診状況及び各種が

ん検診の受診率・精検受診率の実

績は。 

  イ 新第６次振興計画上の目標達成

の見通し及び評価は。 

  ウ 新第６次振興計画上の目標達

成、受診率向上のために実施して

いる施策は。 

  エ 胃がん検診の胃カメラ検査の料

金について 

  オ こころの健康について 

（２）高齢者の生きがいづくりについて 

  ア 通いの場の現状認識と課題につ

いて 

  イ 団塊の世代が後期高齢者となっ

ているがその対応策は。 

１０番 

伊 藤 正 彦 

市 長 

 

１４ 

 

寒河江市立新中学

校施設整備基本計

画 事業スケジ

ュールについて 

（１）県立寒河江高等学校グラウンド用

地取得の見通しについて 

（２）事業スケジュールについて 

（３）全国的な公共工事入札不調につい

て 

（４）概算事業費と現在の急激な物価

高、原材料費高騰による予算見直し

についての考えは。 

３番 

野 口 康一郎 

教 育 長 

 

１５ 鳥獣対策について （１）鳥獣対策について 

  ア 鳥獣の出没、捕獲状況及び農作

物の被害について 

  イ 箱わな設置状況について 

  ウ 放置果樹対策について 

  エ 出没時の住民への周知について 

  オ 学校及び登下校の安全対策につ

いて 

（２）鳥獣保護管理法に基づく「緊急銃

１３番 

阿 部   清 

市 長 

教 育 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

猟制度」について 

  ア 鳥獣被害対策実施隊について 

  イ 鳥獣被害対策実施隊の手当につ

いて 

  ウ 市街地での発砲による責任問題

について 

  エ 今後の熊対策について 

  オ 人材育成と確保について 

１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ 

百年都市さがえの

将来都市像「さく

らんぼと幸せ実る

夢育むまち 寒河

江」を掲げた第７

次寒河江市振興計

画（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魅力ある街並みや

景観をつくる「花

と緑のまちづくり

事業（仮称）」に

よる国道沿いや公

園の環境美化推進

について 

（１）市民アンケートやパブリックコメ

ント（意見公募）による集約結果に

ついて 

（２）市政ミーティングにおける意見や

事業の検証結果に基づく課題認識に

ついて 

（３）市長公約「４つの基本政策」にお

ける重要課題の反映とアクションプ

ログラム（行動計画）について 

  ア 全国に誇る子育て環境のまち、

教育のまちについて 

  イ 誰もが安全安心で快適さや利便

性を実感できるまちについて 

  ウ 若者をはじめあらゆる世代が豊

かさを実感できる付加価値創造の

まちについて 

  エ 持続可能な農村や地域コミュニ

ティで幸福感ある暮らしに彩られ

るまちについて 

（１）「みどりの基本計画」における幹

線道路「緑のネットワーク」と「み

どりにあふれたまちを育む活動支

援」の現状について 

（２）道路管理者や公園管理者が雑草繁

茂等を放置することにより、美しい

景観を著しく損なう管理責任につい

て 

（３）寒冷地に強く、雑草を抑え、長期

９番 

渡 邉 賢 一 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

間にわたり花を楽しめる多年草の植

栽について 

（４）市民の心を豊かにし、地域の交流

が深まり、夢を育む環境美化のさら

なる推進について 

 ※表内の文字表記は実際の通告書に基づき掲載しております。 

 

 

佐藤政人議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号11番、12番について、

２番佐藤政人議員。 

○佐藤政人議員 壮風会の佐藤政人です。 

  高市内閣が誕生して、本市も選挙区内にある

鈴木憲和衆議院議員が農林大臣に就任いたしま

した。先日、お話を伺う機会があり、今後の農

政について熱い思いをお話ししていただきまし

た。今国会でも自論の中山間振興を政策に取り

入れるなど、今後の農業政策に期待したいとこ

ろでございます。 

  さて、先日、2025年、農業センサスの速報値

が発表されました。2025年の基幹的農業従事者

は102万1,000人で、2020年度比マイナス25.1％、

人員にしてマイナス34万2,000人だそうです。

2020年から2025年の５年間でマイナス25％と、

実に４分の１の農業従事者がいなくなっている

状況です。また、2020年には136万人いた基幹

的農業従事者は、2030年には83万人、2050年に

は36万人と、30年間で実に７割も減ってしまう

という衝撃的な現状が発表されております。 

  農業センサスは速報値なので、細かな数字は

まだ出てきておりませんが、本市の基幹産業と

して位置づけてある農業の未来をはかる上で、

昨年度取りまとめた地域計画を読み解く必要を

感じました。 

  通告番号11番、地域計画について。 

  これまで本市でも地域での話合いにより人・

農地プランを策定、実行してきたところですが、

今後の高齢化や人口減少により農業者の減少、

遊休農地の拡大など、地域の農地が適切に利用

されなくなることが懸念されております。 

  そこで、人・農地プランを法定化して目指す

将来の農地利用を明確にする地域計画を本年３

月まで取りまとめられております。この地域計

画を実現すべく、地域内外から農地の受け手を

幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地

の集約化等を進めるための制度となっておりま

す。 

  初めに、地域計画を策定したが、利用されて

いる農地と耕作放棄されている農地はどれくら

いあるのかについて市長にお伺いしたいと思い

ます。 

  本市では、昨年度、地域計画の策定を進め、

農地の集積・集約化や遊休農地対策を取り組ん

でおりますが、その前提となる農地の実態を分

かりやすく示すことが重要と考えます。そこで、

今現在、寒河江市に登記されている田、畑など

農地全体の総面積は、現状どれぐらいあるのか。

農地台帳や統計資料に基づき田と畑に分けた面

積をお聞きいたします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 おはようございます。 

  佐藤政人議員より御質問いただきました寒河

江市の農地に関しての現状でございます。 

  農業委員会で管理する農地台帳によれば、令

和７年11月末時点で市内の農地は約3,029ヘク

タールとなっております。現況の内訳としまし
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ては、田が約1,549ヘクタール、果樹などの樹

園地を含む畑が約1,480ヘクタールとなってお

り、田と畑がほぼ同数となっております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 ありがとうございます。 

  田んぼと畑がほぼ同数というのは、やはり複

合経営をやってきた寒河江市独特の農地の割合

なのかなと思っております。 

  そして、そのうち実際に耕作が行われている

農地の面積はどれくらいなのか。経営耕地面積

の状況や担い手への集積面積についてもお伺い

いたします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 農地として利用されている面積、

いわゆる耕作面積につきましては、農林水産省

の令和６年度作物統計調査における統計で約

2,410ヘクタールと算出されております。これ

は、ピーク時の平成18年と比較すると、400ヘ

クタールほど減少している状況です。 

  認定農業者などのいわゆる担い手への集積面

積についてですが、農地台帳上、令和６年度末

時点で約1,441ヘクタールでありますので、耕

地面積に対して約60％を占めている計算になり

ます。 

  農地利用の指標としてよく用いられる全農地

に対しての担い手の利用率である集積率につき

ましては、令和６年度末で約48％、これは現に

耕作されていない農地を分母に含む値になりま

すので、約48％となっております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 本市においては、集積率が60％

ということで、比較的多いのかなと思っており

ます。 

  次に、遊休農地として把握している面積はど

れくらいあるのか、本市としてどのように整理

しているのか、お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 ただいまの集積率については、

48％ということです。 

  御質問の遊休農地等についてでありますが、

農業委員会が地域の農業者とＪＡ等の協力をい

ただきながら実施しております農地パトロール

による利用状況調査の結果によりますと、令和

６年度で約62ヘクタールとなっております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 62ヘクタール、結構広いところ

が遊休農地として現認されているということに

なるかと思います。 

  次に、登記上は農地であるものの、現時点で

の利用状況が把握できていない、いわゆる不明

となっている農地はどの程度で、どのような理

由で把握が難しいのか、現状の認識をお伺いし

たいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 利用状況が不明な農地というこ

とですが、山間部や河川敷に農地があって場所

の特定が難しい場合とか、代替わりしていく中

で所有者や管理者が市外、県外へ流出したり相

続放棄されたりするなどの理由にて把握が難し

い農地が多数あるというのが現状であります。

全農地3,029ヘクタールから耕地面積2,420ヘク

タールと遊休農地62ヘクタールを差し引いた面

積が約557ヘクタールとなりますので、これが

利用状況不明の農地が該当する部分になると思

われます。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 登記上、557ヘクタールの土地

が、現状のところでは利用状況が把握できない

ということでありますので、かなり大きな面積

が失われているということになるのかと思って

おります。これら耕作されている農地、遊休農

地、利用状況不明の農地の面積と割合を整理し、

地域計画の素案や話合いの場で共有されている

とは思いますが、今後の地域計画の見直しにど

のように活用していくのか、お伺いしたいと思

います。 
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○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 農地の現状の共有ということに

なりますが、地域計画の話合いでは、現在の耕

作者や土地の所有者への事前アンケートによっ

て把握した将来の農地利用の意向を数字でお示

ししたり、農地１筆ごとの将来意向を反映した

地図を作成し、話合いの参加者の方々と共有し

ながら、10年後の将来未耕作になりそうな農地

を可視化して話合いを行ってまいりました。そ

のため、既に遊休農地等となっている土地を今

後どうするのかということについては、議論の

対象にはなりませんでした。 

  今後の計画の見直しの機会に当たっては、必

要に応じて具体的な数字をお示ししながら、遊

休農地等を今後どうするかについても議論に加

えていきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 今、市長からお答えいただきま

したけれども、やはり現状を知るというのがす

ごく大事なことなのかなと思いまして、今回、

地域計画の策定をしている段階で本当に本市が

どのような状況の農地があるのかというのを明

確にする必要があるのかなと思っておりました。

今回、市長のほうからいろいろ御答弁いただい

て現状を認識できたと思います。 

  次に、利用農地等の面積は10年後にどれくら

い減るのかについてお伺いしたいと思います。 

  農業従事者の高齢化や後継者不足が進む中、

本市においても農地の維持・確保が大きな課題

となっており、地域計画では10年後の農地利用

の姿を描くことが求められております。そこで、

現在の利用農用地等の面積を基準とした場合、

農業者の年齢構成や後継者の有無、過去の離農

や耕作放棄の推移を踏まえ、10年後にはどの程

度の面積が減少する見込みと考えているのか、

本市としての試算や見通しがあればお示しして

いただきたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 将来の利用農地の面積について

でありますが、地域計画では、10年後の将来も

地域で耕作を行う予定の農業者を地域の農業を

担う者として計画に位置づけております。市の

中心部などの都市計画用途地域内の農地は、地

域計画に含まれていませんので、実際に将来、

耕作される面積はもう少し増える可能性もあり

ますが、地域計画上で農業を担う者の将来予定

耕作面積の合計は、約1,634ヘクタールとなっ

ております。さきの御質問にもありました耕地

面積約2,410ヘクタールを基準として、これか

ら1,634ヘクタールを差し引きますと、10年後

までに耕地面積が約776ヘクタールの減少とな

る可能性があるということになります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 10年後には実に776ヘクタール

も減ってしまうおそれがあるということで、す

ごくゆゆしき事態なのかなと思っております。 

  地域計画の策定に当たっては、10年後に管理

が難しくなるおそれのある農地を洗い出し、誰

がどのように管理していくかを話し合うことが

重要とされておりますが、本市において、こう

した10年後の管理困難農地の把握と対策の検討

をどこまで進めているのか、お伺いしたいと思

います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 先ほど答弁予定の部分について、

改めて答弁させていただきます。 

  10年後までに耕地面積が約776ヘクタール減

少する可能性があるということからしますと、

これは、現状から10年で耕作面積が約３割減少

する可能性があることを示すことになります。

私としても危機感を持ってこの数字を受け止め

ておりますので、こういった背景からも、新た

な担い手の確保や農作業の効率化等の支援が今

後ますます重要性を増していくと考えておりま

すので、重点的に必要な施策に取り組んでまい

りたいと考えております。 
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  管理困難な農地の把握と対策ということにな

りますけれども、地域計画では将来の耕作予定

者が位置づけられていない農地を調整中の農地

としまして、そこは地図に色がついていないた

めに国は通称白地と呼んでおり、10年後の管理

困難農地となり得る場所ということになります。

白地面積の中には、さきにお答えした約776ヘ

クタールも含まれておりまして、既に農地とし

て利用されていない河川敷や山間部の農地もこ

れに当たります。平野部や団地化された農地、

田んぼについては、将来もほぼ守られる見通し

でありますが、近くに水利がない農地や傾斜地、

中山間地など地理的条件が厳しい箇所ほど白地

になっているのが現状であります。 

  今後、農地の基盤整備事業を計画しているよ

うな地区については、域外からの担い手参入も

期待できますが、事業の計画から完了までに相

当な期間を要することから、短期的な状況の好

転は現実的に難しいと考えます。まずは地域で

の話合いを通じた問題意識の共有を基本として、

各地域に合った取組を長期的な視野で検討して

いく必要があると考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 質問をしている私自身が中山間

地域に住んでいるので、10年後を予測すること

は非常に難しい。どんどん農地が減っていくの

は間違いないだろうなとは思っておりますけれ

ども、利用農地の減少を少しでも抑えるために

農地中間管理機構の活用や中山間地域での農地

保全対策、若手の新規就農者への支援など、ど

のような具体策を地域計画に位置づけようとし

ているのか、お伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 利用農地の減少への対策であり

ますが、まずは、中間管理機構を活用し白地の

農地に新たな担い手を誘導したり、経営力のあ

る担い手へ農地を集約していくことが基本とな

りますが、人口減少局面では、どうしても使い

切れない農地が出てしまうのが現実だと考えま

す。地域の実情に応じて中山間直接支払交付金

や多面的機能支払交付金等を活用した農地・水

路等の保全など、有効な制度を活用しながら利

用農地の減少を抑える方策を計画に位置づけ、

実行に移していく必要があると考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 なかなか10年後を見通せないと

いう現状は、まだまだ続くのかとは思っており

ます。 

  次に、中山間地域の調整区域となっていると

ころは遊休農地となっているところが多いが、

活用する見通しはあるのかについてお伺いした

いと思います。 

  本市の北西部の白岩・醍醐・高松地区など、

中山間地域では傾斜地や小区画が多いことに加

え、農業者の高齢化や担い手不足により遊休農

地が非常に目立つようになってきていると感じ

ております。そこで、中山間地域の農地につい

て、現在、どの程度が耕作を継続され、どの程

度が遊休農地になっていると把握しているのか。

地区ごとの大まかな傾向でもよいので御説明を

お願いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 議員の御指摘にもございますよ

うに、平野部と比較しますと中山間地域の農地

利用は残念ながら低調な傾向がございます。前

段でもありました62ヘクタールの遊休農地のう

ち、市内北西部の状況でありますが、白岩地区

は約16ヘクタール、醍醐地区は約４ヘクタール、

高松地区は約13.5ヘクタールで、合計約33.5ヘ

クタールと、全体の半数を山手の農地を抱える

この地域で占めているのが現状であります。 

  また、それぞれの地区で将来の白地農地の割

合はいずれも高く、白岩地区で約65％、醍醐地

区で約45％、高松地区で約50％となっておりま

す。ただし、いずれの地区でも、平野部と異な

る気候や日照条件を生かし傾斜地や中山間地に
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おいても高品質な果樹などを生産し営農してく

ださっている方がいらっしゃいますので、地域

計画では、各地域とも可能な限り残すべき農地

とみなしているところであります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 やはり山手の条件不利地という

のは、非常に現状が見えないところがあります

ので、ぜひ山手の条件不利地でも何とか目を向

けていただきたいと思います。 

  現状では、将来の具体的な方針が見えないに

もかかわらず、調整区域となっている地域が多

数あると思われますが、こうした地域の農地を

今後どのように維持・保全し、あるいは活用し

ていくのか。農地バンクの活用や地域ぐるみの

保全活動等も考慮しながら、農地以外の環境、

景観機能等も併せて方策があるのか、お伺いし

たいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 中山間地での農地の保全、活用

の方策でありますが、地域計画の策定が義務づ

けられる以前から、中山間地域における農地の

保全・活用は本市だけでなく全国的な課題とさ

れております。中には一定の成果を出している

取組も見られるようになってきたところであり

ます。 

  例えば、他地域の例でありますと、地域の集

落組織が使い切れない農地を活用し、あまり手

のかからず鳥獣害忌避の効果も期待されるとさ

れるエゴマやサンショウを植えて地域の収入源

にしたり、ヒマワリなどの景観作物を植えなが

らヒマワリ迷路を作り、景観維持と関係人口の

創出につなげて白地の農地を活用している事例

も出てきているということです。 

  そういった全国の取組も参考にしながら、そ

れぞれの地域が目指すべき農地利用の姿を模索

することが、地域計画がつくられた意義の１つ

でありますので、農業者だけでなく関係機関や

地域の皆様とも一体となって、よりよい農地の

活用方法を検討していければと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 全国的にはいろいろ活用されて

いるようですので、ぜひ本市でも、いろいろ作

物はあるかと思います。例えば、薬草とか景観

作物とか。今、意外と需要が多いのがヨモギだ

そうです。草餅とか薬草に使う、漢方薬の原料

になるような。そういうところも、ある程度集

積した上で中山間地域、調整区域などに誘導す

るのも１つ方法はあるのかと思っております。 

  中山間地域の調整区域について、地域計画の

議論の中で農業上の利用を継続する区域と保全

や他用途の検討を行う区域といったゾーニング

を行い、関係機関と連携しながら具体的な将来

像を描いていく必要があると考えるが、本市と

してはそのような検討を進める意思があるのか

どうか、市長にお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 中山間農地のゾーニング、つま

りどこまでの農地で農業上の利用をするかとい

った線引きでありますが、使い切れない農地が

増えてきている以上、地域によっては地域内の

どこまでの農地を守るのかといった判断につい

ては、いずれ迫られてくると考えております。 

  地域計画の農地の対象範囲は、地域の皆様で

決められるものでありますので、将来どこまで

農地を守るのか、見通しを持って範囲を定めて

議論していただけるよう、外部のアドバイザー

の助言などもいただきながら検討が図られれば

と思っております。 

  また、中山間地域では、農地などに人の手が

入らないと山林が原野化して有害鳥獣の行動範

囲を広げる可能性もあります。山林を含め熊な

ど鳥獣の生息範囲との緩衝帯を設けることなど

もセットで考える必要もあろうかと思いますの

で、皆様とも丁寧に課題意識を共有しながら議

論をして、各地域において適切な判断を重ねる

ことができるようサポートしてまいりたいと考
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えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 やはりゾーニングというのが、

ある程度今後必要になってくるのかなと。先ほ

ども触れましたけれども、農業センサスの中で

はどんどん減っていく現状が数字としてもう表

れておりますので、やはりある程度、地域の人

たちと話合いをしながらゾーニングが必要なの

ではないかと考えております。 

  中山間地域の農地は、単に生産の場にとどま

らず、景観や防災、観光資源としての価値も有

しております。スポーツツーリズムや交流人口

の拡大、教育、福祉との連携など、農地の多面

的機能を生かした活用策を地域計画の中で検討

していくお考えはないのか、お伺いしたいと思

います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 中山間農地の多目的な利用の検

討についてでありますが、中山間地域につきま

しては、平野部にはない魅力があることも事実

でございます。山手で取れる山菜はそれだけで

山形を代表する地域資源となりますし、美しい

棚田の景観のような観光資源としての価値を発

揮しているような農地も県内には多くあります。 

  また、山間の農地を守っていくことは、保水

機能の向上や土砂流出の低減にもつながります

し、我々日本人が大切にしたい心象風景を守る

という無形の価値も有しているのではないかと

思います。 

  中山間地域内の農地を特有の価値がある資源

として捉えますと、地域計画の話合いは農地を

通して考える地域づくりと見ることもできるの

ではないかと考えますので、各地域の資源を見

詰め直して農業上の利用にとどまらない可能性

を計画に記載して地域づくりの計画としての一

面を持たせていくことも、十分に検討に値する

ものではないかと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 地域計画は、地域の農地を守る

という主な目的にとどまらず、やはり地域づく

りの柱になると考えておりますので、ぜひ今後

ともしっかりと様々な情報を提供していただき

ながら、農地を守る地域計画を推進していただ

きたいと思っております。 

  続きまして、今期、私の所属する総務産業常

任委員会では観光振興をテーマとして視察や勉

強を行っております。 

  先般、観光振興ということで、岐阜県高山市

では観光を活用とした持続可能地域づくりやイ

ンバウンド誘致、観光地域づくり法人、いわゆ

るＤＭＯなど、岐阜県下呂市では下呂温泉と観

光地を結ぶ二次交通や地域交通など、岐阜県土

岐市では観光振興計画から地域資源活用計画へ

の移行など、本市にとっても大変参考になる内

容で行政視察を行ってまいりました。 

  視察後、ふと思ったのですが、本市の観光資

源をどこまで把握しているのか。また、どのよ

うに活用していくのか。そして、地域がどのよ

うに稼ぐか。これはもっと議論していかなけれ

ばならないのではないかと思い、９月議会に引

き続き質問させていただきたいと思います。 

  通告番号12、本市の観光の方向性について。 

  まず初めに、観光資源の在り方についてお伺

いしたいと思います。 

  本市にはさくらんぼ狩りをはじめとした観光

果樹園、寒河江温泉、チェリーランドや最上川

ふるさと公園、慈恩寺など、食、歴史、自然、

温泉、スポーツ、イベント等、多様な観光資源

が存在していると認識しております。一方で、

これら一つ一つの資源の掘り起こしや磨き上げ、

ストーリーづくりが十分かというと、まだ可能

性を生かし切れていないのではないかと感じて

いるところであります。 

  本市観光振興計画では、体験型観光の先進地

を将来像として五感で楽しめる観光地を目指す

とされておりますが、そもそも本市において観
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光資源とは何を指すのか。その定義や考え方を

明確にすることが、今後の重点化や選択と集中

にも必要不可欠だと考えております。そこで、

本市が認識している主な観光資源として、食、

歴史、自然、温泉、スポーツ、イベントなどの

分野ごとに現時点で柱と考えている資源をお聞

かせいただきたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 本市の観光資源は、食の分野に

ついてはさくらんぼをはじめ一年を通したフ

ルーツ狩り、歴史の分野では悠久の歴史を刻む

本山慈恩寺、自然にあっては雄大な葉山、並び

に最上川、寒河江川、温泉としては市内の宿泊

施設や日帰り入浴施設及び足湯、スポーツにつ

いては市内を駆け抜ける“さがえ”さくらんぼ

マラソンとツール・ド・さくらんぼ、イベント

においては熱気あふれる神輿の祭典をはじめと

した寒河江まつりや現在開催中のさがえイルミ

テラスといった四季を通じたイベントが観光の

大きな柱であると考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 今、お話しいただきました柱が

ありますが、市としては観光資源をどのように

定義し、その定義に基づき今後新たな資源を発

掘、認定していくお考えはあるのか、お伺いし

たいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 観光資源について市が定める定

義というものはございませんが、観光立国推進

基本法の中で、史跡、名勝、天然記念物等の文

化財、歴史的風土、優れた自然の風景地、良好

な景観、温泉、その他文化、産業等に関する観

光資源を施策対象として規定しているところで

あります。 

  観光資源とは、観光客を引きつける地域の魅

力そのものでありまして、価値観や切り口によ

って新たなものが加わる可能性もありますので、

観光客への訴求力という視点から随時掘り起こ

しに努めてまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 観光資源、本当にたくさんある

とは思うのですが、まだまだ表に出ていない観

光資源があるのではないかなと私自身も思って

おります。 

  既存の観光資源について、磨き上げや再編集

を体験型観光の観点から優先的に磨き上げを図

ると思いますが、どのような視点で進めていく

のか。分野やコンテンツがあれば、市長にお伺

いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 そもそも体験型観光の目的地を

選ぼうと思ったときには、その地ならではの体

験ができるかどうかというのが基準になるので

はないかと考えます。こうした観点から、本市

の特色である一年を通したフルーツ狩り、歴史

文化、また、自然の中で楽しむスポーツアクテ

ィビティの体験、これに続けて温泉や食、お酒

といった体験もいただけるよう情報発信に努め

まして、より一層長い時間、本市に滞在いただ

けるよう磨き上げていきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 今、市長のほうから「ならで

は」ということをお伺いしました。次に、地域

独自の資源の掘り起こしについてお伺いしたい

と思います。 

  観光で選ばれる地域になるためには、どこに

でもあるメニューではなく、今、市長の答弁に

もありました、寒河江ならではの独自性が重要

であると考えております。本市には、さくらん

ぼをはじめとする果樹や伝統野菜、芋煮文化、

神輿や祭り、慈恩寺を中心とした歴史資産、酒

蔵や温泉、地域の暮らしや産業に根差した独自

資源が数多く存在しておりますが、観光コンテ

ンツとして十分に掘り起こされていない分野も

あるのではないかと感じております。 

  それでは、寒河江にしかない地域独自の観光
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資源を具体的にどのように整理、把握して独自

資源と認識しているのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 寒河江市では、寒河江市観光振

興計画におきまして主な観光資源を分野ごとに

整理し、一覧に取りまとめております。その中

でも、さくらんぼをはじめとした一年を通して

楽しめるフルーツ狩り、悠久の歴史を刻む本山

慈恩寺、流鏑馬や神輿の祭典を含めた寒河江ま

つり、このあたりが国内外を見ても特に独自性

の高い観光資源であるのではないかと考えると

ころであります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 地域資源、寒河江にしかない、

当然、寒河江でやっているイベントは寒河江に

しかないということではあるのかと思いますが、

地域独自資源の掘り起こしに当たり、地域住民

や事業者、団体からのアイデア、提案をどのよ

うに酌み上げて仕組みづくりや支援を行ってい

くのか、お伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 本市には、さきに申し上げた以

外にも観光資源としての価値を持つのではない

かと考えられる資源もございます。こうした資

源を観光資源として生かすには、観光的価値を

見いだすプロセスが必要だと考えます。このた

めには、例えば、新しい価値観を持つ若い世代

や移住者が面白いと感じてＳＮＳ等で発信する

情報をＡＩを活用して収集するとか、価値を付

加して新たな商品サービスを開発しようという

意欲のある事業者や団体等の皆様からアイデア

等を聞き取るなど、アンテナを一段と高くして

独自性の高い観光資源の掘り起こしを図ってい

きたいと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 ありがとうございます。今、市

長から、先日、後藤議員のほうからありました

ＡＩを活用してというお言葉をいただきました。

ぜひＡＩ等もしっかり活用した上で、仕組みづ

くりや支援を行っていただきたいと思います。 

  そして、掘り起こした独自資源を体験型観光

や教育旅行、広域連携などＤＭＯさくらんぼ山

形などの広域の枠組みの中で、本市独自資源を

どう位置づけしていくのかについてお伺いした

いと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 体験型観光につきましては、さ

くらんぼをはじめとする農作物の収穫体験、地

元産品を活用した料理体験など、旅行商品開発

を支援してまいりたいと考えております。 

  教育旅行につきましては、果樹栽培や環境保

全、地域の歴史、食文化などの学習課題を組み

込んだ体験型学習メニューの開発、そして、宿

泊の受入れ体制といったことも含め、模索して

まいりたいと考えているところであります。 

  ＤＭＯさくらんぼ山形などの広域連携の枠組

みの中では、さきに申し上げた本市の独自性の

高い観光資源を広域周遊観光の核として位置づ

けまして、例えば、慈恩寺と山寺、さくらんぼ

狩りと月山夏スキー、神輿の祭典と同日開催の

日本一の芋煮会フェスティバルなど、他市町村

の観光資源と連携した効果的な情報発信が行え

ないかどうか、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 やはり本市だけでは観光という

のは難しい部分はあるかと思いますので、ぜひ

広域連携をしっかりとした上で本市の観光を推

進していただければと思っております。 

  次の質問としまして、稼ぐ観光をどのように

実現するのかについてお伺いしたいと思います。 

  観光は歴史や文化、農業や商業、スポーツや

教育など、多くの分野にまたがる裾野の広い産

業であり、本市にとっても地域経済や雇用を支

える重要な分野であると考えております。その
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一方で、イベントなどの一過性のにぎわいにと

どまらず、宿泊や体験、飲食、土産、交通など、

地域内での消費をいかに増やし稼ぐ観光に結び

つけていくかが大きな課題であると考えており

ます。 

  また、観光で稼ぐためには、魅力あるコンテ

ンツや受皿の整備と併せて、それを企画し、磨

き、売っていく観光人材の存在が欠かせないと

考えております。これまでも観光人材の重要性

を一貫して訴えてきたところではあります。 

  そこで、本市として稼ぐ観光を観光消費額や

滞在時間、宿泊数など、どのような指標で成果

をはかろうとしているのか、お伺いしたいと思

います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 議員おっしゃるとおり、観光は

裾野の広い総合的な産業であります。寒河江市

では、多くの観光客が本市に滞在し消費活動を

行うことで地域産業に対する雇用の創出や事業

者、従業員の所得増加をもたらす状態、これを

稼ぐ観光と捉えております。 

  現在、新第６次寒河江市振興計画では、観光

客数や宿泊者数、外国人観光客数、観光案内

ホームページやＳＮＳへのアクセス数等を成果

の指標としております。現在策定中の第７次寒

河江市振興計画においても、同様の指標に基づ

いて毎年度達成度を評価したいと考えておりま

す。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 稼ぐ観光を実現するために今後、

重点的に伸ばしていきたい分野や収益も出ると

して、農泊体験型観光、インバウンド、スポー

ツ合宿、教育旅行、ＭＩＣＥ――これはミーテ

ィング、インセンティブ・トラベル、コンベン

ション、エキシビションというようなイベント

の略だそうです――などいろいろ考えられます

が、具体的な方向性があればお伺いしたいと思

います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 稼ぐ観光を実現させるためには、

市内及び広域の周遊体験型観光における滞在価

値の向上、すなわち高付加価値化が必要である

と考えております。インバウンドを含めた富裕

層に訴求する高付加価値な体験型観光コンテン

ツづくりを目指すことに重点を置いて取り組ん

でまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 ありがとうございます。 

  以前も質問し重複する内容とはなりますが、

重要なことなので再度質問いたします。観光関

連事業者や地域の担い手に対する人材育成支援

について、現状、どのような取組を行っており、

今後、観光人材をどのように育て確保していく

のか。市としての考えがあれば、改めてお伺い

したいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 以前の御質問でもお答えさせて

いただきましたけれども、本市では、これまで

観光従事者等を対象に研修会や講演会を行い、

観光人材の育成に取り組んでまいりました。ま

た、陵西中学校では総合学習の中で観光パンフ

レットを作成し、醍醐小学校では児童自身が観

光ガイドを行う活動なども行われております。 

  一方、まさに稼ぐ観光といった視点で観光に

よる地域経済の活性化を図るには、ＤＭＯ、Ｄ

ＭＣといった観光地域づくり法人やこれらを

リードしマネジメントできる人材の確保が求め

られております。今後は、こうした観点に立ち

ながら、観光の担い手の育成・確保を目指して

まいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 観光人材、本当に必要だと思い

ますので、ぜひ確保していただければと思って

おります。 

  昨年度の本市の観光者数は、県内２位の359

万人という数字が県のほうから発表されており
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ます。にもかかわらず、観光による稼ぎとして

中心市街地のにぎわい創出、いわゆる周遊性や

商工業振興、農業、伝統産業の振興など、多分

野の活性化につながっておらず、今後どのよう

な連携や仕組みづくりを進めていくのか、お伺

いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 先ほども述べさせていただきま

したが、観光は総合的な産業であって、多くの

産業分野にまたがっているものであります。幅

広い産業分野に対して経済効果をもたらすには、

より高付加価値なサービスや商品を地元にそろ

えて、これらをいかにして観光客から消費して

いただけるかであると考えます。インバウンド

を含めた高所得者層をいかに引き込むか、さら

には、さらに高付加価値なサービスや商品をい

かに開発し消費してもらうのかといった観点か

ら、今後、市観光物産協会、民間事業者等が一

体となってアイデアを出し合い取り組む仕組み

づくりについて、観光担い手確保の視点からも

含めて検討してまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 やはり観光従事者、物産協会と

か、観光事業者とか、そういった関係の方をど

う引き入れる、絡んでいただく、そういうこと

をしっかりと、仕組みづくりをしていただけれ

ばと思います。 

  本市を観光の最終目的地とするか、はたまた

周辺観光の中継地と考えるかでは、方向性が大

きく違うと思っておりますが、稼ぐ観光を確立

する上で課題なのは滞在時間の短さであり、や

はり宿泊客数の少なさが大きく影響していると

考えております。これからの本市の観光の方向

性を定める上でも重要と考えておりますので、

市長の考えをお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 寒河江市は交通の便がよく、利

便性の高い立地条件である反面、通過型の観光

地として滞在時間も短く、地域経済への波及効

果が限定的であると推測されております。 

  一方で、インバウンドを含め高所得者層の観

光客は、ここに泊まってみたいと思う宿泊施設

があれば、世界中どこからでも、たとえそこへ

のアクセスがスムーズでない場所であっても、

宿泊の予約を入れると伺っております。そして、

国内でもそういった魅力的な観光地というのは、

高所得者層の観光客でいっぱいになっていると

いうことであります。 

  こうしたことから、本市においても、魅力的

な観光目的地として発信できるよう、民間事業

者と目指すところを共にしつつ連携・協力しな

がら、中継点ではなく最終目的地となるような

観光まちづくりに取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 宿泊施設を増やすというのはな

かなか難しいかとは思いますけれども、やはり

空き家対策として、例えば民泊を推進するとか、

そういったところの応援なども今後必要になっ

てくるのかなと思っております。 

  やはり寒河江市が観光である程度認知される

ようになるためには、わくわく感というのが必

ず必要になってくるのかなと思っております。

このわくわく感をぜひ行政側が、主導するので

はなく、民間の活力を目いっぱい使いながら、

それを後押しするような施策を今後とも続けて

いっていただきたいと思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

 

伊藤正彦議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号13番について、10番伊

藤正彦議員。 

○伊藤正彦議員 おはようございます。寒政クラ

ブの伊藤正彦です。 
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  日増しに寒くなってきた今日この頃ですが、

暑い夏が過ぎた後はやはり冬が来るものです。

日本の特徴である四季も二季に変化してきてい

ると言われているようですが、今年の降雪量は

果たしてどうなのでしょうか。 

  また、私の住む醍醐地区を含めて世間を騒が

せている熊さんも、慈恩寺に参拝に来るように

なりました。何をお祈りしたのでしょうか。幸

いにして人的被害はありませんが、目撃情報は

多数耳にしました。森の熊さんには、市長が緊

急銃猟による駆除という重い決断をしなくて済

むように、おとなしく冬眠してもらいたいもの

です。果たしてどうなのでしょうか。 

  では、一般質問に入ります。 

  通告番号13番、健康長寿のまちづくりの現状

と取組について質問いたします。 

  １つ目は、健康診断（市ドック）の受診状況、

受診率向上のための施策及びこころの健康につ

いてです。 

  新第６次寒河江市振興計画、第３章元気に安

心して暮らせるまち、第４節健康長寿のまちづ

くりにおいて「市民一人ひとりが、生涯を通じ

て、いきいきと健やかに暮らせる地域社会の実

現をめざします」とうたっています。人口減少

を緩やかにするためにも健康の維持は重要な要

素だろうと考えます。 

  私も来年数えで古希のお祝いをしようという

年になり、年々健康のありがたみを痛感してお

ります。自衛官として現役でいる頃は、健康不

安などほとんどと言っていいほど考えたことも

なく、たばこぶかぶかで毎日飲んだくれていま

した。しかし、３年前に大きな病気をし、また、

２年前にコロナにかかってからは、やはり健康

に勝るものはないと考えるようになりました。 

  また、日頃お付き合いさせていただいている

方々と話をしていても、胃がんで手術をしたと

か、肺がんが見つかったとか、大動脈解離で入

院治療したといった話を幾つか耳にしました。

幸い、いずれの方も早期発見で健康を取り戻し

ております。何で病気が見つかったのかを尋ね

ると、多くの方が健康診断（市ドック）だとい

うことでした。こういった話を聞くにつけ、健

康診断は大事だなと思うものです。 

  私ごとになりますが、私も健康診断で腎機能

の低下を指摘され、現在、経過観察中です。令

和13年中には、県立河北病院と市立病院の統合

病院が開院し医療体制の充実が期待される状況

において、早期発見は非常に重要になるだろう

と考えられ、健康診断はできるだけ多くの方に

受けてもらいたいという思いから質問いたしま

す。 

  最新の特定健診の受診状況及び各種がん検診

の受診率、精密検査受診率とその評価について

お伺いしますが、振興計画では５年後の目標、

指針を特定健診の受診率は、計画策定時で受診

率50.4％のところ、令和７年の目標は60.0％と

しています。また、各種がん検診の受診率は、

計画策定時でそれぞれ胃がん24.5％、目標は

50.0％、子宮がん40.7％、目標は50.0％、肺が

ん41.7％、目標50.0％、乳がん42.9％、目標

60.0％、大腸がん36.6％、目標60.0％としてい

ます。目標年度である令和７年度はまだ実施中

であり、数値はまだ出ないでしょうけれども、

最新の実績はどうだったのか、お伺いいたしま

す。健康保険は国民健康保険加入者や協会けん

ぽ加入者等がおり、一概には言えないのかもし

れませんが、市として把握できる範囲でお願い

いたします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 まず初めに、ただいま伊藤議員

から御紹介ありました新第６次寒河江市振興計

画の計画策定時の数値についてですが、平成30

年度のものとなっておりますことを前提に御説

明申し上げたいと思います。 

  特定健康診査は、国民健康保険加入の40歳以

上75歳未満の方が対象となりますが、令和６年
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度における受診率は55.1％、平成30年度が

50.4％でありますので、ここから約５％の伸び

が見られております。 

  また、がん検診につきましては、全住民対象

となっておりますが、さきに申し上げましたと

おり、平成30年度の数字でありまして、その後、

令和３年度より胃がん、子宮・乳がん検診が隔

年検診に制度変更されたことから、受診率の単

純比較はできないことをまず申し上げさせてい

ただきます。 

  確定数値の出ている令和５年度における受診

率については、胃がんが隔年検診で14.8％、平

成30年度は24.5％でありました。子宮がんにつ

いては、これも隔年検診で35.5％、平成30年度

は40.7％であります。肺がん検診が45.0％、平

成30年度は41.7％であります。乳がん検診が、

隔年検診でありますが40.7％、平成30年度は

42.9％であります。大腸がん検診が39.7％、平

成30年度は36.6％となっております。一見、胃

がん、子宮がん、乳がん検診の受診率が低下し

ているように捉えられますが、これらのがん検

診は令和３年度から満年齢が偶数年の方のみ対

象とした一方で受診率の分母は以前と同じ全対

象年齢者の数としていることから、このように

受診率が低下したかのような数値になっており

ます。参考に、例えば、単純に胃がん検診の受

診率を２倍にすれば、29.6％となります。これ

は全く仮の数字でありますが、平成30年度の

24.5％から増えていることも想像できる数字で

はないかと考えます。 

  また、がん検診の対象者は、子宮がん検診の

み20歳以上、他のがん検診は40歳以上の全住民

が母数となりますが、職域のがん検診受診者数

の把握は困難であり、がん検診受診者数に反映

できていないことも、がん検診の受診率が低く

捉えられる２つ目の要因であると考えておりま

す。 

  次に、がん検診後、要精密検査と判定された

方の精密検査受診率でありますが、確定数値の

出ている令和５年度は、胃がん検診が73.8％、

子宮がん検診が100％、肺がん検診が85.4％、

乳がん検診が95.6％、大腸がん検診が70.6％と

なっております。 

  以上であります。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今、市で把握している最新の受

診率をお伺いしましたけれども、特定健診の受

診率は振興計画策定時よりも上がっていると。

がん検診は、それぞれ種類によって数字上は下

がっているものもあると。胃がんとか子宮がん、

乳がん。数字上は下がっていますけれども、隔

年検診とかいろんな要素があるので、単純にこ

の数字を見て判断するわけにはいかないという

ことのようですけれども。 

  市がどの程度把握できるのか。加入している

保険の種類によっていろいろ違うようですけれ

ども、12月２日から完全移行したマイナ保険証

が普及すれば、把握率は上がるということにな

るのかもしれません。ただ、令和７年10月現在、

国民の７割に当たる約8,700万人がマイナカー

ドに保険証機能をつけていますけれども、利用

率は37％にとどまるというのが現状のようです

ので、こちらの普及も１つの課題なのかもしれ

ません。 

  では、今の御答弁いただいた内容について、

新第６次振興計画上の目標達成の見通し及び評

価についてお伺いします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 新第６次振興計画におきまして

は、令和７年度までに特定健康診査の受診率を

60％に、がん検診は胃がん検診、子宮がん検診、

肺がん検診を受診率50％に、乳がん検診、大腸

がん検診は受診率60％を目標にしております。 

  先ほど申し上げたとおり、がん検診について

は、制度の変更があり、新第６次振興計画策定

時の目標値に対し達成度を評価することはでき
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ませんが、令和７年度の健康診査は令和８年１

月21日まで健康診査受診可能日を設けておりま

すので、健康診査未受診の方には積極的な受診

勧奨を行い、受診率向上に努めたいと考えてお

ります。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 ぜひ受診率が上がるようにいろ

んな手を尽くしていただきたいと思います。 

  新第６次振興計画上の目標達成、受診率向上

のために実施している施策についてお伺いしま

す。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 健康診査は、受けることの重要

性や正しい知識を持つことが健康診査の理解や

受診率の向上につながるために、これまでも周

知広報に力を入れてきたところであります。さ

らには、特定健康診査やがん検診に対する費用

助成や健康診査日を土曜日や夕方に設けるなど、

受診しやすい体制の整備、個別通知による受診

勧奨等を実施してまいりました。 

  また、連携協定を締結しております企業、具

体的には明治安田生命、第一生命、協会けんぽ

といった企業にも、健康診査やがん検診の受診

率向上のために周知や広報に御協力いただいて

いるところであります。今後も、連携強化に努

めまして健康診査やがん検診の受診率向上に向

けて取り組んでまいります。 

  また、健康診査は、その結果を自分の健康の

ために有効に活用することが生活習慣病予防や

健康づくりにつながります。また、疾病の早期

発見、早期治療のため、要精密検査になった方

の受診率が100％になるよう、フォロー体制を

整えてまいります。 

  将来的には、マイナポータルを活用しまして

職域等の特定健康診査やがん検診情報について

も一体的に把握ができるような体制の構築が令

和11年度を目標に政府で検討されていると伺っ

ております。市民の正確な受診状況の把握がで

きるようになれば、効果的な健康診査の体制や

健康診査後の健康相談、支援体制等が構築でき、

健康寿命の延伸、ひいては健康長寿のまちづく

りの実現に寄与するものと考えております。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 土日の対応等は非常に受診する

者にとってはありがたいのかなと。それに対応

する職員の方は大変なのでしょうけれども。ぜ

ひそちらのほうも広げていっていただければと

思います。 

  次に、胃カメラの検査の料金について伺いま

す。 

  総合健診センターでは、オプションによる各

種検査も実施しております。その中で、数年前

のコロナ禍に始めた胸部ＣＴは画期的で、レン

トゲンでは発見されにくい肺の疾患が見つかる

非常に有効な検査であると私の知り合いの医師

から聞きました。料金は税込み9,900円です。

オプション検査は全般に高い印象がありますが、

オプションということからすれば、仕方がない

のかもしれません。 

  オプション検査は総合健診センターが実施す

るものであり、受診率等、数字的なものはお伺

いしませんが、本市では６年度からがん検診の

検査にレントゲン検査、いわゆるバリウム検査

に加え胃カメラ検査を導入して、いずれかを選

択できるようになりました。バリウムというも

のは、飲む苦しさ、出す苦しさを考えると、好

んで飲みたいとは誰も思わないでしょう。胃壁

の構造やアレルギーなどからバリウム検査に適

さない体質の方も多くおられ、胃カメラ検査の

導入は画期的でいい取組であると知り合いの医

者も高く評価しておりました。 

  ただ、料金が5,500円と高いと。山形市は個

人負担が3,700円ということです。5,500円とい

う料金は、保険診療よりも高い料金です。９月

の定例会の委員会でもこの料金の差についてお

聞きしましたが、その際の答弁は、「令和６年
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度から２年間のモデル事業であり、市立病院で

実施している胃がん検診の自己負担額に合わせ

て5,500円という設定となっている。今後、受

診者数や効果の評価を行い、令和８年度以降の

金額や実施方法、体制について検討する予定」

というものでした。 

  今年度はまだ途中であり、具体的検討はこれ

からでしょうが、ぜひ希望者が軽易に胃カメラ

検査を受けられるよう改善を要望しますが、下

がることは期待できますか。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 まず、国の胃がん検診として胃

内視鏡検査が位置づけられたのは、平成28年２

月に一部改正された厚生労働省局長通知、がん

予防重点健康教育及びがん検診実施のための指

針によるものであります。この指針において胃

内視鏡検査は、撮影した画像データを２名の専

門医師で読影する、いわゆる対策型胃がん検診

とすることが定められているところであります。 

  本市では、令和６年度よりモデル事業として

開始したところでありまして、対象者としまし

ては、体質などを理由にバリウム検査が受けら

れない方に絞らせていただいております。令和

６年度は、開始時期が年度途中からであったこ

となどから、がん検診の受検者は10名と少数で

ありましたが、令和７年度に向けた３月末の申

込者は243名となっております。令和７年度11

月末時点での胃内視鏡検査の受検者数は108名

であり、胃内視鏡検査の結果、胃がんの確定診

断を受けた方は２名となっております。 

  胃内視鏡検査の料金が高いのではないかとの

御質問でありますが、寒河江市、西村山郡の現

状については、本市は5,500円、河北町は4,000

円、西川町は4,320円、朝日町は、40歳から74

歳の国保加入者のみでありますが、3,150円、

大江町は実施なしということでありますが、西

村山郡の中で比較的高い料金設定となっている

ところであります。山形市の3,700円、米沢市

の3,000円のように、人口規模が大きい市は、

胃内視鏡検査の受検者数も多くなるため、検診

料金は安くなるという傾向があるとのことであ

ります。 

  寒河江市としましては、せめて西村山郡で最

も安い朝日町あたりに合わせることを目指せな

いかと考える一方、料金負担額が安くなります

と胃内視鏡検査の受検希望者が増えることを想

定しておくことも必要だと考えます。対策型検

診については、希望者全員を受け入れる必要が

あるということから、今後、受入れ病院・診療

所の新規確保や既存受入先との人数枠の拡大な

どを協議しまして、条件が整うめどが立ち次第、

西村山共通料金となるような料金を目指してい

きたいと考えております。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 料金的にはやはり寒河江がちょ

っと高いということですけれども、胃カメラ検

診をされている方、結構数字的にはおられるの

ですね。やはり私もバリウムよりは胃カメラの

ほうがいいなと個人的には思うところがありま

すけれども、ぜひ料金を下げていただいて、多

くの方が希望する検診を受けられるように制度

を考えていただきたいと思います。 

  次に、こころの健康についてお伺いします。 

  健康というものは、身体だけではなく心身と

言うように心の状態も大変重要になります。い

わゆるメンタルヘルスと聞くと、どうしても敬

遠しがちであり、なかなか踏み込めない領域と

いう感じがします。最近、自殺された方の悩み

の傾向、特徴等について、分かればお願いいた

します。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 いのちを支える寒河江市自殺対

策計画（第２期）を策定させていただきました

けれども、ここでは、本市における自殺の現状

と地域特性、傾向を踏まえ、自殺対策として１、

子ども・若者、２、高齢者、３、生活困窮者、
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４、勤務者・経営者の４つを重点施策として取

り組んでいるところであります。 

  自殺に追い込まれる方の悩みの傾向や特徴と

の御質問でありますが、令和６年の人口動態統

計における山形県の自殺の現状では、原因・動

機として健康問題が41.3％と最も多く、次いで

経済・生活問題18.7％、家庭問題14.7％、勤務

問題12.0％となっております。自殺の背景には、

精神保健上の問題だけではなく、多くは多様か

つ複合的な原因があり、様々な要因が連鎖する

中で起きていると言われております。 

  今後も、多様化する課題を解決していくため

に、病院や保健所等の支援体制の強化、また、

地域支援のための保健所、行政、教育機関等の

相談支援機関、また、地域包括支援センター等

の高齢者相談支援機関、基幹相談支援センター

「かぼちゃ」等の障がい者相談支援機関等との

ネットワークを強化し、困ったり悩んだりした

ときにつながりを持てるよう身近できめ細やか

な対策を推進してまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 振興計画では、いのち支える寒

河江市自殺対策計画に基づき心の相談支援体制

の強化を図るとし、専門医によるこころの健康

相談の実施とフォロー体制の充実を取組として

挙げています。６年度の成果として「精神科医

師によるこころの健康相談やＳＯＳの出し方教

育、ＳＯＳの受け止め方講座を実施した。相談

先の普及啓発のため相談窓口ガイドブックを作

成した」とありますが、実績及び方向性につい

てお伺いします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 令和６年度の成果についてお答

えさせていただきます。 

  精神科医師によるこころの健康相談について

は、相談者１名につき50分の相談時間として完

全予約制で１回の開催につき最大３名まで年12

回実施しているところであります。 

  令和６年度の相談件数でありますが、延べ21

件となっております。なお、令和５年度までの

13年では、初年度とコロナ禍を除きますと、18

名から30名で推移してきたところであります。 

  また、子ども・若者対策として、自ら助けを

求める力を培うことを目的としたＳＯＳの出し

方教育を、令和５年度・６年度をワンクールと

し、市内10校、内訳としては小学校８校と中学

校２校で実施しまして、令和７年度は市内９校、

内訳は小学校が６校、中学校３校でありますが、

こちらで実施しているところであります。 

  あわせて、ＳＯＳの受け止め方教室について

も、これまで教員を対象に毎年度９～10回程度

実施し、保護者を対象に毎年度４回程度、また、

民生委員・児童委員、一般市民の方、数十名を

対象に毎年度１回ずつ講演会を開催していると

ころであります。 

  さらに、悩みを抱えた人に対して早期にサイ

ンに気づき、話を聞き、必要に応じて専門機関

につなぐ役割を担う人材として、こころのサ

ポーター、ゲートキーパーと呼ばれる方ですが、

こういった方を養成する講座も実施しており、

令和６年度から令和７年度10月末までの間で合

わせて138名の方より受講いただいております。 

  相談窓口の普及啓発を図るため、相談窓口ガ

イドブックを作成しまして、市内小中学校、市

内企業等には常時配置するとともに、民生委員

・児童委員への送付を行い、また、希望する施

設、事業所には啓発グッズ、具体的には啓発チ

ラシ入りのポケットティッシュや相談機関の電

話番号、ＱＲコード入りのステッカーの配布も

行っております。 

  令和７年度の新規事業としまして、市内企業

・事業所４か所で働く人のためのメンタルヘル

スセミナーを実施しております。 

  今後も、様々な機会を捉えまして心の健康に

ついての知識の普及啓発を図るとともに、相談

支援体制及び関係機関との連携を強化して、誰
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も自殺に追い込まれることのない社会の実現の

ために取り組んでまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 ゲートキーパーの養成等も、順

調と言っていいのかどうか分かりませんが、力

を入れられているということで安心いたしまし

た。 

  自ら命を絶つということは、とても悲しいこ

とです。ぜひこういった方々に救いの手を差し

伸べる施策をお願いいたします。 

  先日の新聞には、こども家庭庁が子供の自殺

防止に向けた対策強化に乗り出すとして、自殺

リスクが高い子供を早期に発見して支援するた

め、ＡＩなどの技術を活用してインターネット

の検索履歴やＳＮＳ上の書き込みなどから自殺

リスクの高い子供を早期に発見し、迅速で適切

な支援につなげたい考えとのことでした。今後

は、こういった国の施策との連携も考慮してい

く必要があるのでしょう。 

  また、腎機能に問題がある私は、今月の２日

に健康増進課の勧めで腎機能のセミナーを受講

しました。そこで講師の山大亀井助教が言われ

たのは、腎臓へのダメージを早期に発見し対策

を行うために健康診断がとても大切であるとい

うことでした。また、自殺の原因・動機も、先

ほど市長の答弁にあったように、健康問題が多

いようです。健康診断が重要だということは誰

もが認識していると思います。いつまでも多く

の市民の方々が心身ともに健康で満面の笑みで

過ごせるよう、充実した施策をお願いいたしま

す。 

  次に、２つ目、高齢者の生きがいづくりにつ

いて伺います。 

  まず、11月17日の農業新聞のコラムを紹介し

ます。「人生100年時代を迎え、独り暮らしの世

帯が増えてきています。厚労省の調査によれば、

単独世帯は全世帯の３割を上回り、農村でも昭

和時代のような大家族は少数派となった。未婚

や卒婚の増加、都市への人口集中、働き方の多

様化など、様々な要因が考えられる。いろんな

生き方があっていいが、よわいを重ねてからの

独り暮らしは不安が先立つ。孤独と病気、それ

でも独り暮らしの高齢者は増え続けるという。

政府推計では、2040年には男性が約356万人、

女性が約540万人にもなる。長寿化に伴い、家

族の役割も変わってきた。介護や生活支援を担

う負担装置だと社会学者の山田昌弘さんは近著

「単身リスク」で指摘した。老老介護や高齢の

親が中高年の生活を支える8050問題、求める一

家団らんは遠のくばかりである」という内容で

した。なるほど、現代を捉えているなと感じた

次第です。 

  さて、ネット情報では、2025年の平均寿命は

男性が81.09年、女性が87.13年です。健康寿命

はというと、これもネット上では令和４年で男

性が72.57年、女性は75.45年です。本市の統計

では、令和７年９月30日現在の高齢化率は

33.84％とそれほど高くはない印象ですが、地

域別に見ると大きな差があります。西根地区、

寒河江本町地区、元町地区及び南部地区は平均

以下ですけれども、西部地区及び三泉地区は

40％台後半と高くなっています。特に白岩地区

は50.4％と半数は高齢者。私の住む箕輪は

56.07％であり、石を投げれば２人に１人は高

齢者に当たるといった状況です。私も来年古希

のお祝いをしようかという年齢ですが、いまだ

に地域では若い衆です。 

  施策として注目を浴びるのは子育て関係にな

りがちという印象がありますが、地域の元気の

源は高齢者ではないでしょうか。老人クラブも

少なくなってきている現状において、高齢者を

元気づけるための施策をしっかり考えることが、

寒河江市を元気にすることにつながるだろうと

いう思いから質問いたします。 

  寒河江市のホームページには、通いの場に参

加してフレイル予防として通いの場の実施状況
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を掲載しています。これには市内に40か所の通

いの場があり、いきいき百歳体操や輪投げ等を

実施している場所や団体名が紹介されています。

私も両親を公民館に送っていく関係上、地元の

活動に参加しています。その他、いき活等のサ

ロンもあります。これは送迎の車を出してくれ

るので利用しやすいと両親も毎週火曜日に喜ん

で参加しています。でも、ここも男性はごく僅

かと聞いており、また、私の行っている地元の

通いの場でも、男性は父と私のみで、ほかの10

名ほどは女性です。私の印象では、いろいろな

催しへの参加者は、ある程度高齢でかつ女性が

多いように思います。仕事の関係もあるのでし

ょうが、できるだけ年齢層や性別に関係なく、

幅広く多くの高齢者に参加していただくための

仕掛けが必要かと思いますが、当局の現状認識

と課題について伺います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 議員からもありましたとおり、

身近な公民館に集い介護予防活動を行う通いの

場については、令和７年３月現在、市内に41か

所ございます。それぞれの地域で工夫を凝らし

た活動を行っていただいております。 

  寒河江市の65歳以上の高齢者数を分母にしま

すと、参加率は7.5％となっており、国が目標

値と示す８％に年々近づいている一方、それぞ

れの活動団体の世話人等、担い手となってくだ

さっている方や新たに参加される方がなかなか

いらっしゃらないことなどが、目下の課題とな

っております。 

  また、フローラ・ＳＡＧＡＥを会場に予約な

しで誰でも参加できる介護予防、認知症予防を

目的とした教室を原則毎月第３火曜日に行って

おります。この教室は、介護予防体操や脳トレ

を行っており、毎回30～40名の参加をいただい

ております。 

  これらの通いの場や教室は、女性の参加者の

占める割合が約８割と高くなっております。一

方、令和５年度から実証実験を行っているアプ

リで認知症予防事業の登録者のうち男性が占め

る割合は全体の約３割となっており、他の事業

と比べ男性参加者の割合が比較的高く、かつ、

高齢者の中でも年齢の若い前期高齢者の参加が

多い状況となっております。 

  このアプリは主に認知症予防を目的としてい

るものでありますが、運動や脳トレ、食事管理

や健康管理等のメニューがあり、総合的な健康

づくりと介護予防が可能であることから、男女

を問わず幅広い年代の方から参加いただけるも

のと考えております。 

  年代や性別にかかわらず、多様なニーズに対

応する情報発信や介護予防の取組推進とともに、

高齢の方の生きがいづくりが重要であります。

特に男性は働くことに生きがいを感じる方が多

いと伺いますので、シルバー人材センターある

いはコミュニティセンターや地区公民館等とも

連携しながら、男性の生きがいづくりに努める

等、地域活動の活性化を図り、地域高齢者同士

が支え合い、生きがいを持って取り組める仕組

みづくりに引き続き取り組んでまいりたいと考

えております。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時10分といたします。 

 休 憩 午前１０時５８分  

 再 開 午前１１時１０分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今、市長のほうから国の目標よ

りも寒河江市は参加率が低いという答弁をいた

だきました。ぜひこの辺は、国を上回るような

方向に持っていけるようにやっていただきたい

と思います。どこでも問題になるのは担い手不

足ということになるのかもしれませんけれども。 

  次の質問ですけれども、昭和22年から24年生

まれの団塊の世代が後期高齢者になっています。
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このまま手をこまねいていては、単にお年寄り

が増えるだけになってしまいます。むしろ、こ

れらの方々にいろいろな面で活躍してもらう、

力をうまく引き出すことが今後重要になると考

えますが、その対応策はどのようにお考えでし

ょうか。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 これまでの本市の人口推移を見

ますと、総人口が減少していく中、高齢者人口

は増加傾向にありましたが、今後当面の間はほ

ぼ現在の高齢者数を維持したまま推移していく

ことが予測されているところであります。 

  一方、生産年齢人口は減少傾向にあることか

ら、議員からもありましたとおり、人口に占め

る高齢者の割合は、徐々に高まっていくことが

予想されているところであります。 

  また、本市の人口分布においても、団塊の世

代を含む昭和20年代前半に生まれた方の割合が

最も高くなっており、この方々の多くが後期高

齢者となっていることも御指摘のとおりでござ

います。 

  これからの時代は高齢の方からも多方面で御

活躍いただくことが重要になると考えますし、

寒河江市介護保険事業計画においては、基本施

策の１つとして生きがいや役割を持ちながら暮

らせる意識の醸成を掲げ、生涯学習を通じた生

きがい活動やボランティア及び就業機会の促進、

また、住民同士の介護予防活動での指導者等、

自ら地域での役割を担っていくことなどを計画

に盛り込んでいるところであります。 

  社会的なつながりを持ち続けることは、健康

寿命の延伸につながるものと考えます。今後も

高齢の方々が健やかに過ごされますよう、活躍

の場や生きがいづくりの場の創出に取り組んで

まいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 ぜひ高齢者の有効活用について

御検討いただければと思います。 

  最後に、再度、農業新聞のコラムを紹介いた

します。これは11月11日分です。よい忠告を得

たいと思ったらお年寄りに相談せよ。これはポ

ルトガルに伝わることわざ。２つ目は、家に老

人がいることはその家にとって吉兆だ。これは

イスラエル。３つ目、家に１人も老人がいなか

ったら１人借りよ。これはイギリス。４つ目、

良き分別は老人に問え。これは日本。以上、４

つのことわざが載っていました。そして、「高

齢大国日本では、肩身が狭く居場所のないお年

寄りが目立つ。家族との同居を疎んじられたり、

地域から孤立したりということで、農山村地域

経済研究所の楠本雅弘所長は、ある集落の調査

で88歳の老女からもう何の役に立つこともでき

ずに申し訳ないと言われ、首を振ったそうです。

あなたがこの村で頑張って暮らしていることだ

けで、どれほどみんなの励みになっているか。

すばらしい役目を果たしていますよ」と。農業

新聞にもなかなかいい内容が載っています。 

  具体的な、こうしたらどうですかとか、提言

ができずに申し訳ないのですけれども、どの世

界でも後継者不足で悩んでいる現在、高齢者に

生きがいを与え、高齢者に地域を元気にしても

らうような仕掛け、施策を要望して、私の一般

質問を終わります。ありがとうございました。 

 

野口康一郎議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号14番について、３番野

口康一郎議員。 

○野口康一郎議員 寒政クラブの野口康一郎です。

よろしくお願いいたします。 

  早速ではありますが、質問に入らせていただ

きます。 

  通告番号14番、寒河江市立新中学校施設整備

基本計画、事業スケジュールについて質問させ

ていただきます。 

  現在、令和11年４月の寒河江市立新中学校開
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校に向けて庁内で様々な協議検討、また、各関

係機関との打合せなどを行っていただいている

と思います。開校まであまり時間のない中での

調整かとは思いますが、将来の寒河江を担う子

供たちのために引き続きどうぞよろしくお願い

いたします。 

  さて、５月にありました議員懇談会の際に、

寒河江市立新中学校施設整備基本計画（素案）

が示され、私たち議員にも内容を御説明いただ

きました。その後、７月には寒河江市のホーム

ページに寒河江市立新中学校施設整備基本計画

として掲載され、基本計画策定の背景や経緯、

候補地や設備内容、建設基本計画、スケジュー

ルなどが市民の皆様からも見ていただける状態

になっていると思います。 

  その中で示された新中学校の場所は、現在の

県立寒河江高等学校グラウンドに校舎や駐車場、

駐輪場、陸上のトラックやサッカーコートなど

ができる予定とのこと。詳細設計などはこれか

ら詰めていくものとは思いますが、子供たちが

楽しく勉強できるのはもちろんのこと、先生た

ちが使いやすく働きやすい居心地のよい場所に

なってもらえればと願っております。 

  さて、新中学校建設予定地の最終候補地とし

て県立寒河江高等学校グラウンド跡地と山形新

聞に記事が載ったのが今年の２月、それから約

10か月が経過したところだと思いますが、この

間に市民の皆様からも、あの場所を考えながら

「寒高のグラウンドさ新しい中学校できるんだ

どな。いいとこ選んだんねが」とか「あそこさ

子供たち通うのに前の道路、狭くないか」「最

近よく話になる熊、出たとき、車で親、送って

けろとか、迎え来てけろなんて話になったとき、

混雑して大変なんねが」など期待と不安と心配

と、様々な話が聞こえてまいります。 

  ほとんどの方々は、あの場所が既に新しい中

学校の場所に決定したと思って話をしています

が、現在あくまで最終候補地であって決定では

ないと知っている人は少ないのかもしれません。

市の示したスケジュールでは、県に対して用地

取得の交渉を令和７年度・８年度で完成させた

いとのことでしたが、現在、県との交渉は市が

想定しているように進んでいるのでしょうか。

見通しについてお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 寒河江高校グラウンド用地

取得につきましては、令和７年２月６日に市長

から県知事へ、また、教育長から県教育委員会

教育長への要望書をそれぞれ提出しております。 

  主な内容としましては、寒河江高校のグラウ

ンドを含む区画に関しては、寒河江高校と寒河

江工業高校にも近く、両校との連携など新しい

時代に対応した学校づくりに最も適した環境で

あること、市内全域からの通学環境も良好であ

ることなどから、令和11年４月開校を目指して

整備を進められるよう、令和９年３月まで本市

に適正価格で譲渡くださるようお願いするもの

です。 

  現在、寒河江高等学校グラウンドの各種施設

設備等の補償や代替措置としての市陸上競技場

や市野球場の再整備や使用形態等を含め、県と

交渉を進めております。 

  なお、新中学校が開校するまでの全体的な工

程なども考慮しながら、用地取得の時期を可能

な限り前倒しいただけるように、今後も県との

交渉を継続してまいります。そして、令和８年

度中には用地取得を完成させるべく努力してい

るところです。 

○柏倉信一議長 野口議員。 

○野口康一郎議員 ありがとうございます。 

  今、御答弁の中で少しでも前倒しでその場所

を譲っていただけるように今、交渉中だという

ことでお話があったかと思いますけれども、相

手があることですので、はっきりと今この場で

言えることではないのかなと思いますけれども。

譲渡してほしいとお願いしたのは寒河江市から
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のほうだと思いますので、長岡山の陸上競技場

を高校生が優先して使えるようにするというこ

とを寒河江市のほうからしっかり伝えているわ

けですので、そちらの用地の長岡山もしっかり

と間に合うようにしていかなければならないの

かなと思います。こちらのほうも来年１年間か

けて整備していくわけですけれども、万が一、

予定どおり進まなかった場合なども今後考えら

れるかと思いますけれども、その場合、例えば

今ある中学校の場所のグラウンドを中学生と一

緒に使って交流してみないかなんていうことも

提案できるのかなと思います。以前、教育長の

一般質問の答弁の中でも、中学生と高校生の連

携などという話もあったかと思いますけれども、

そういった今ある中学校のグラウンドを代わり

に使わせてあげることで、少し早めに土地を譲

っていただけるなんていう交渉などはできない

のか、お伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 学校の例えば体育の授業で

使うのと部活動等で使うというのでは、ちょっ

と話が変わってくると思うのですね。やはり体

育の授業ですとそれぞれ時間割がありますので、

なかなか共有してというのは難しいところがあ

るかと思います。 

  また、部活動に関しましては、今、中学校の

ほうの土日は部活動を行わない状況となってお

りますし、そういったことから、土日について

は、例えば地域クラブの陸上として寒河江高校

の陸上部と一緒に練習するなんていうのは望ま

しい方向性かとも思っております。 

○柏倉信一議長 野口議員。 

○野口康一郎議員 ありがとうございます。 

  少しでも前倒しで、県議会のほうにもかけな

ければいけない議題だということも伺っており

ますので、少しでも早く譲っていただけるよう

に、ぜひ交渉のほう、よろしくお願いしたいと

思います。 

  事業スケジュールを拝見いたしますと、令和

７年12月現在は、地質地盤調査、解析、測量、

現況測量が終盤に入り、間もなく終了予定。建

築基本設計は、契約から約３か月が経過した頃

だと思います。また、来月からは土木基本設計、

実施設計が始まるスケジュールで示されていま

すが、現在、示されているスケジュールどおり

に計画は進んでいるのでしょうか。また、工程

上で遅れてはならない箇所、いわゆるマイルス

トーンは庁内の関係各課で共有されているので

しょうか、お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 事業スケジュールにつきま

しては、新中学校施設整備基本計画でお示しし

たとおり、令和11年４月の開校を目指して準備

を進めております。 

  ただし、今年の６月から７月にかけて実施い

たしました寒河江市立新中学校施設整備基本計

画に対するパブリックコメントでは、市内の複

数の建設業者の方より最近の建設資材や人件費

の高騰、また、人手不足等の状況から基本計画

で示している事業費や工期についての懸念も出

されております。 

  教育委員会としましては、このようなことを

受けまして、基本計画に「今後の建築設計の段

階において、概算事業費や全体的な工期の再検

討も必要です」との記述も追加し、専門の業者

からのヒアリング等も行いながら検討を進めて

まいりました。 

  現在は、寒河江高等学校グラウンドでの高校

の教育活動に支障がないように調整を行いなが

ら、測量や地質調査を行っている状況でござい

ます。また、建築設計につきましても、プロ

ポーザルを経て10月に契約を行いまして、現在、

基本設計を行っております。基本設計が完了し

ましたら、実施設計に着手することになってい

ます。 

  なお、今後の社会情勢や建設業界の状況等に
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つきましては、予測が難しい面も多々ある現状

となっておりますが、野口議員御指摘のとおり、

工程上で遅れてはならない箇所がございます。

例えば、重点管理項目として配置や規模、平面

や断面、構造や施設方針を順番に確定していく

予定となっています。基本計画では校舎の構造

を鉄筋コンクリート造と想定しておりましたが、

昨今の建設工事の事情も踏まえ、鉄骨造も含め

て設計業者より提案いただいておりますので、

幅広く検討した上で、よりよいものを選択して

まいります。 

  新中学校施設整備では文部科学省の国庫補助

を活用する予定ですが、国庫補助を申請する時

期が例年４月であり、国からの交付決定後でな

いと工事に着手できないなどの制約もあります。

できる限り早い時期に工事着工できるように事

前相談を行うための準備を進めているところで

ございます。 

  設計業務を進めるに当たって、今後も不測の

事態等が生じる可能性も考慮した上で、市とし

て対応可能なことはできる限り前倒しで進め、

確実なスケジュール管理を行えるように設計事

務所と入念に調整し、庁内の関係各課とも情報

共有を行いながら進めているところでございま

す。 

○柏倉信一議長 野口議員。 

○野口康一郎議員 ありがとうございます。パブ

リックコメントで材料費が上がったりとかとい

う懸念があることの御指摘があって、そこを機

に地元業者からヒアリングをしているというこ

とをお伺いしまして、大変安心しているところ

でございます。自分もいろいろ話を聞くと、そ

の部分がやはりみんな大丈夫だろうかと不安に

思っているところがありましたので、調達のこ

となど我々ではなかなか分からないこと、プロ

の業者の方から聞くしかないところはぜひ聞い

ていただいて、予定どおり進めていただけたら

と思っております。 

  令和11年４月開校まで３年３か月しか時間が

ない中、市民の皆様からの心配事は、今言った

ように、果たして開校まで工事が間に合うのか

どうかということがあります。現在、急激な物

価高や人手不足、賃金上昇など、事業計画を始

めたときに比べて様々な面で状況が変わってい

ると思います。 

  現在、全国で新設の学校が入札不調で建設が

できずに、子供たちや保護者に影響が出ている

状況が多く発生している状況があります。 

  ある自治体では、小中一貫校を建設しようと

21年度に基本計画を策定し開校に向けた準備を

進めていて、28年度から新しい校舎で学べるよ

うに準備をしてきたそうですが、入札を行った

ところ、参加事業者がいなかったそうで不調に

終わったとのことです。しかも入札不調は２回

連続で起きていて、２回目は予定価格を約1.1

倍に増額したそうですが、それでも参加者がい

なかったとのことでした。入札業者にヒアリン

グを行ったところ、建築資材や人件費の高騰、

人手不足、入札公告期間が短過ぎるなどが原因

と見られていて、３回目の入札については、入

札公告期間や工期の延長など、ヒアリングの内

容を踏まえた上で成立を目指すとのことでした。 

  また、別の自治体では、小学校の新校舎建設

を51億円の事業費を債務負担行為として計上し

たそうですが、入札に参加者がいなくて不調に

終わったとのことです。こちらでも原因を調査

したところ、同じく資材高騰、人件費高騰など

が理由だそうで、今度は約12億円の増額を議会

に提案したそうですが、今度は議会側から予算

の高額化や説明不足で否決されたとのことです。

最終的には、原案の予算枠内での工事実施を余

儀なくされたそうです。 

  寒河江市でも同じことが起こるかもしれない

現在の全国的な公共工事入札不調について、教

育長の御見解をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 
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○佐藤志津男教育長 野口議員御指摘のとおり、

建設資材や人件費の高騰、人手不足や工期の問

題等により全国的に公共工事で入札不調となっ

ている事例は、新聞報道等で承知しております。 

山形県内の公共工事においても入札不調となっ

た事例もありますので、新中学校の整備におい

て入札不調とならないように、建設業界の動向

や他の公共事業の入札状況なども注視するとと

もに、対策については設計事務所と入念な打合

せを行い準備を進めてまいります。 

  なお、本市において大規模な学校の整備は、

陵南中学校を新築して以来、約50年ぶりの大規

模な事業です。県内においても大規模な公共事

業が本市の新中学校施設整備時期と同時期に予

定されておりますので、本市の新中学校施設整

備の入札により多くの事業者の方から参加して

いただけるように、入札参加の条件等を精査し

ていきたいと考えています。大規模な事業であ

りますので、積算等にも時間を要するものと考

えられることから、専門業者へのヒアリングも

行いながら、入札の期間を適切に設定するなど

の対応を検討しているところです。 

○柏倉信一議長 野口議員。 

○野口康一郎議員 ありがとうございます。 

  私もいろいろ調べてみますと、やはり不調に

終わる原因の多くが、当初の積算の額と実勢の

価格に結構な差、乖離が出ているところで、業

者としてはそれでは工事は請けられないという

ことで不調になっているということだったので

すけれども、今、ヒアリングは結構行われてい

ると伺っておりますけれども、どの程度ヒアリ

ングのほうはされているのでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 大変今、人手不足であり、

かつ、建設資材等が高騰しているという状況が

ありますので、そうしたことに関しまして、設

計業者はこれまでも学校の設計等の実績等があ

る業者ですので、その辺のこれまでの実績であ

ったり、最近の各学校等も今、統合等が全国的

にも行われておりますので、そうした新しい学

校等の事業費、そうしたことなどもいろいろ調

査をしながら、入札の期間等も含めて今、準備

を進めているところでございます。 

○柏倉信一議長 野口議員。 

○野口康一郎議員 このたびのような長期にわた

る大規模な工事については、物価スライド条項

というものを適用して入札公告時に積極的に業

者にそれを通知することで、安心して入札でき

るような環境を整えるのも１つの方法だと私も

業者のほうから伺っておりますけれども、こち

らは、契約における物価の変動について請負代

金を変更する条項ということで、お互い、その

後も話合いをして金額の乖離がなるべくないよ

うにするものだそうでございますけれども、こ

ちらを適用する可能性などお考えはありますで

しょうか、お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 その辺につきましては、い

ろんな状況等を見極めながら検討してまいりた

いと考えております。 

○柏倉信一議長 野口議員。 

○野口康一郎議員 ありがとうございます。 

  ぜひ、最初に決めた金額の範囲内でやってく

ださいとなると、やはり業者さんもなかなか大

変な部分があると思いますので、そこは臨機応

変にしていただけたらと思っております。 

  先ほど事例で申し上げました２件とも、事業

費の積算から入札に至るまでの時間がここ最近

の物価高や人件費の上昇スピードに合っていな

いものが原因ではないかと考えられております。

寒河江市も同様のようなことが起きないとは限

りませんが、ぜひ計画どおりに事業が進んでい

ただければと思っております。そこでお伺いい

たしますが、基本計画に記載されている、概算

事業費90億円とありましたが、この金額には現

在の物価高や人件費高騰など急激な上昇幅はど
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の程度加味されていて、不調にならないための

ある程度の予測は含まれているのでしょうか。

また、現在、予算の見直しは考えておりますで

しょうか、お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 これまでも申し上げてきた

ような状況でございますので、新中学校施設整

備基本計画でお示しした概算事業費からは見直

しが必要であると考えております。 

  見直しが必要な主な理由としては、基本計画

の概算事業費については急激な物価高による影

響を受ける前に工事が完了している事例などを

参考に積算していることなどが挙げられます。

現段階では急激な物価高、原材料費高騰がどこ

まで続くのか、不透明な状況でありますので、

今後の社会情勢等を見極めながら、入札不調と

ならないように事業費の見直しを検討した上で

対応していきたいと考えております。 

  また、新しい中学校の基本理念としましては、

新しい学びと居場所があり生徒も教職員も共に

輝く学校を目指しております。そうしたことか

ら、見直しの検討の段階においては、将来の寒

河江を担う子供たち、そして、先ほど野口議員

からの御指摘もありましたけれども、それを支

える教職員が学びやすく働きやすい教育環境の

実現と限られた予算を有効に活用できるように

調整してまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 野口議員。 

○野口康一郎議員 ありがとうございます。 

  ぜひ予定どおり進んでいただけるのが一番い

いことなのかなと思いますけれども、私はいろ

いろ心配性な人間なものでして、いろいろなパ

ターンを考えて、こうなったらこうしようとＡ

パターン、Ｂパターン、Ｃパターンのような感

じでいろいろ考えるたちなのですけれども。例

えば、予定どおりいかなくて令和11年４月の開

校に間に合わなかった場合は、１年後に延期に

なるというようなお考えなのでしょうか。お伺

いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 ４月から学校がスタートす

るのは、本当に基本原則だと思います。それで

教育課程を組んでいくということがありますの

で。ですから、例えば半月であったり１か月で

あったりというのが、すごく４月開校に間に合

うかどうかのとても微妙なところになってくる

のだと思います。ですから、そうしたところに

向けて、小さいところを積み重ねながら11年４

月の開校を目指していくということでございま

す。 

  ただ、いろんな社会情勢等、不安定なところ

もあります。いろんな原材料を輸入していると

いう状況等もございますし、人手不足というこ

とがすごく建設業者さんや設計業者さん等と話

をしていると話が聞こえてまいります。ですか

ら、そうしたいろんな状況の中で先行き不透明

なところがございますが、我々としましては、

11年４月の開校に最大限努力をしてまいるとい

うことで考えております。 

○柏倉信一議長 野口議員。 

○野口康一郎議員 万が一、遅れた場合というこ

とも考えて質問させていただいたのが、新しい

中学校に最後の１年間だけ入ることができる３

年生、今の小学５年生が、新しい制服を着るよ

うなことを伺っております。中学校は陵東、陵

南、陵西、それぞれで通うわけですけれども、

今の小学５年生が中学校に入る来年のときから

統一した制服を着ると伺っています。そうした

場合、採寸が始まるのが来年、ちょうど１年後

の12月ぐらいには新しい中学校に入るからとい

って新しい制服をそれぞれ発注するわけですけ

れども、万が一遅れるということになれば、そ

の子たちはどうなるのかなというところで、お

子さんとか保護者の方々にかなり影響が出るの

かなと考えておりますけれども、そういったと

ころはどのようにお考えなのでしょうか。 



 - 88 -

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 令和11年４月の開校時に合

わせて１年生から３年生までの制服がそろって

いたほうがいいという子供たちや保護者の方か

らのアンケートの結果で、それを受けて新しい

中学校づくり準備委員会で検討した結果、それ

に合わせて、今、議員が御指摘のとおり、令和

９年度の中学１年生から新しい中学校の制服を

着ましょうということになりました。 

  そして、メーカー４社からプレゼンテーショ

ンをしてもらいまして、準備委員会で検討して

メーカーを決め、今、基本の形について、各小

中学校で実際に物を展示しまして子供たちや保

護者の方に見て触っていただいて、この中だっ

たらこれがいいなということで今アンケート調

査をしているところでございます。 

  というようなことで、今ありましたように、

令和９年度の１年生からとなれば、来年度から

採寸等をしていかなければならないということ

でございますので、そうしたことも含めて、令

和11年４月の開校を目指して最大限努力してい

くということでございます。ただ、やはりこれ

から何が起こるかも分かりませんので、そうし

たことでもしも開校が遅れざるを得ないなんて

いうような状況になった場合には、制服をどう

するかということも早急に対応していかなけれ

ばならないと考えております。 

○柏倉信一議長 野口議員。 

○野口康一郎議員 ありがとうございます。 

  どの時点で、遅れるかどうか判断する時期も

すごく難しいかなと思っています。だから、ど

のタイミング、どの段階で遅れるということに

なるのかも、なかなか見通しが立たないかと思

っていますけれども、やはり影響が出てくる子

供たちからすると、ちょっと残念だなと思って

います。 

  このたび一般質問をするに当たりまして、建

設関係の方々や子育て世代の方々にたくさんお

話をいろいろ伺いました。新中学校の事業スケ

ジュールのことを知っているかと聞くと、残念

ながらほとんどの方は知りませんでした。令和

11年開校になること自体を知っていた方は、ち

ょうどその頃にお子さんが中学生になる保護者

の方々は知っていましたけれども、お子さんが

大きくなられて残念ながら関係のない方々は、

いつ開校するかも知らない人が多かったです。

これは仕方のないことかもしれませんが、私が

事業スケジュールの話の内容をお話しすると、

皆さんから出る言葉は、開校まで本当に間に合

うのかということが本当に多かったです。特に

建設業の方に話を聞くと、このたびのスケジ

ュールでは本当に何のトラブルもなくこのまま

進めばぎりぎり何とかなるのではないのかとい

うようなことで、大変心配しておりました。 

  先ほど教育長の答弁からもありましたとおり、

これから３年先のことなど、どうなるか誰にも

分かりません。これからもっと資材が高騰する

かもしれません。材料が入ってこなくて工事が

進まないなんてこともあるかもしれません。実

際、にしね保育所でも材料が入ってこなくて開

園が１年遅れたこともありました。これも、工

事業者で材料を発注したのに、供給元でトラブ

ルがあり生産できない状態となり、全国的に品

薄となってしまい材料が入ってくるのが想定よ

りも遅れたため、工事をしたくてもできない状

態となったそうです。 

  計画はあくまで計画であって、変更があるの

は当然かとは思います。ただ、令和11年開校と

示された以上、今の小学５年生以下の子供たち

や保護者たちは、自分たちが新しい中学校に何

年生で入ることができるのか、指折り数えて計

算しています。令和９年に、先ほど言いました

とおり、中学校に入る生徒から統一した新しい

制服を着る予定だとも伺っております。約１年

後には新しい制服を着る予定の子供たちの予約

採寸が始まると思います。万が一、工期が延び
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開校が遅れることになれば、新しい制服を買う

予定の生徒さんはどうなるのか、非常に関心が

あるところです。 

  スケジュールどおりに事が運ぶことが一番で

すが、想定外のことが起こることも考えて、

様々なプランを用意しておくことが必要だと感

じています。材料費とか人件費とかいろいろ高

騰しておりまして、概算の見積りよりも高くな

る可能性があるということでしたけれども、将

来の子供たちのためには、少しお金がかかって

もぜひともいいものを造っていただきたいと思

いますし、なるべくお金もかけていただければ

という思いはありますけれども、上限なく幾ら

でも使っていいわけではありませんので、その

辺の見極めは非常に難しいかとは思いますけれ

ども、将来の子供たちへの投資だと思ってなる

べく、惜しみなくではないですけれども、優先

して使っていただければと思います。 

  今回の一般質問をするに当たり、工期をなる

べく間に合わせていただけるようにという思い

の下、考えてはいたのですけれども、工程どお

りにいかなくて令和11年４月の開校に間に合わ

ないという場合は、早めの決断も必要だと思い

ますし、開校に間に合わせるために本当は必要

だったものをコストカットして減らすというこ

とは、なるべくしないでいただければと。金額

を下げるために子供たちに必要なものをなくし

てしまうことは、なるべくしないでほしいなと

思いますし、一番最優先してほしいのは、子供

たちの教育環境の充実かと思います。何度も言

いますけれども、間に合っていただければ一番

いいかなと思いますし、間に合うのを望んでお

りますけれども、間に合わなかった場合は、本

当に子供たちの教育環境の充実だけ最優先して

検討していただければと思っております。 

  以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

 

阿部 清議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号15番について、13番阿

部 清議員。 

○阿部 清議員 寒政クラブの阿部 清です。 

  15番、鳥獣対策について伺います。 

  私も２年前から家にまきストーブを造ったも

のですから、田代のほうにミズナラの木を切り

に時間を見つけながら行っております。山に着

きますと、軽トラックのクラクションを鳴らし

ながらラジオを鳴らして、そして、チェーン

ソーのエンジン音を鳴らしながら山に入ってお

りましたが、熊出没ということで今、全国で問

題になっておりますが、おっかないということ

でちょっと今お休みをしている状態です。 

  今、熊が全国で人里に出没するようになりま

した。原因は、山のブナの実やドングリなどの

凶作などによる餌不足、そして、長期的な保護

政策や過疎化、高齢化による里山の管理放棄で

人との緩衝帯が失われたこと、狩猟が少なくな

ったことで個体が増え、人への恐れが減り警戒

心が薄れた熊が増えていることなどが複合的に

かみ合っていると言われています。特にブナの

凶作は出没の引き金になりやすく、人が管理し

ない里山に魅力的な餌である柿や残飯などがあ

ることで、熊が人里へ近づくケースが増えてい

ると言われています。 

  山形県で約2,700件の熊が出没し、13人の人

身被害が出ております。本市においても、今年

の熊の出没は大きな問題となっておりますが、

ただ、人身事故が起きていないことは不幸中の

幸いだと思っております。 

  （１）本市においての鳥獣対策について伺い

ます。熊対策を中心にお伺いしますので、よろ

しくお願いいたします。 

  ア、鳥獣の出没、捕獲状況及び農作物の被害

について伺います。 

  近年の人口減少や過疎化、高齢化などが進む
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中、集落や農地と野生動物が生息する山林の間

の緩衝帯が失われ、熊やイノシシの出没が多く

なりました。また、近年の猛暑は、農作物に影

響を与えているだけでなく、山の生態系のバラ

ンスを崩し、熊やイノシシの被害が多く見られ

るようになりましたが、本市の出没、捕獲、農

作物の被害状況についてお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 議員からありましたとおり、今

年は本当に全国的に熊の出没の話題がテレビで

毎日報道されておりました。熊の出没が相次ぎ

まして、本市においても多数の目撃等の情報が

寄せられた年であります。 

  御質問いただきました出没状況でありますが、

実際に農地や市街地で熊を目撃したもの、姿を

見ていないが足跡やふんが残されていたり、農

作物の食害があったものなどを合わせまして、

11月末現在で96件となっております。なお、参

考までに、昨年度は24件でありました。 

  一方、捕獲状況につきましては、市政の概況

でもお話しさせていただきましたが、熊30頭、

イノシシ71頭と過去最高の捕獲数となっており

ます。 

  農作物への被害状況でありますが、春先から

イノシシによる畑や田んぼの掘り起こし被害が

始まり、さくらんぼの時期になりますと、熊に

よる食害や枝折れの被害が見られるようになり

ました。その後は、スモモや桃、ラ・フランス、

リンゴ等の本市の果樹全般に被害が及んでいる

ところであります。 

  今年の被害額等につきましては、まだ出てい

るところではありませんが、令和６年度は熊に

ついては被害額340万9,000円、面積にして123

アール、イノシシについては被害額173万円、

面積にして280アールであったのに対しまして、

著しく増加するのではないかと考えております。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５８分  

 再 開 午後 １時００分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  阿部議員。 

○阿部 清議員 齋藤市長のほうからは、御答弁

ありがとうございます。 

  熊の出没が96件、そして捕獲が30件という話

でした。イノシシは71件と非常に多いのですが、

毎年それなりに多い数字なのかなと思いますけ

れども、今年が異常に多い状況にありますが、

各自治体でも多くの熊の出没、それから捕獲が

なされております。その中で私が伺うところで

は、熊の出没については、出たからすぐ連絡を

するのではなくて、非常に連絡をすると情報の

聞き取りが長いということで、自分の時間が空

くまで待ってから連絡をするとか、もう何回も

見過ぎていて慣れてしまって連絡をしないとい

う住民の方も非常に多いという話を伺いますの

で、熊の出没はもっと多いのかなと感じてきて

います。 

  そんな中で、里山に近づいた熊は、どうして

も人間、市民の安全のためにも捕獲していかな

ければならないと思います。そんな中で、イ、

箱わな設置状況について伺います。 

  熊の捕獲対策において、箱わなの存在は熊対

策の重要な役割を果たしており、箱わななしで

の熊駆除は大変難しい捕獲作業だと思います。

現在、熊の出没が多い中、本市で準備している

箱わなの数、それから設置数、現在の箱わなで

対処できるのかどうか。また、熊の箱わな、イ

ノシシのくくりわなの設置から、わなの見回り、

捕獲時までの体制づくりについて伺いたいと思

います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 寒河江市では、野生鳥獣による

農林水産物の被害防止並びに地域住民の安全安

心な生活環境の確保を図るため、寒河江市鳥獣
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被害防止対策協議会を設置しまして、捕獲用の

備品等を準備しております。協議会が保有して

いるわなにつきましては、ドラム缶式の２基を

含め、箱わな８基で対応しております。 

  熊の有害捕獲が必要となった場合に最大30日

間で捕獲許可を発出しておりますが、６月から

８月までの３か月間で14件だった許可件数が、

９月の１か月間で８件、被害の通報が頻発した

10月以降では28件、10月が21件、11月が７件で

ありますが、こうした許可件数となっておりま

す。ほぼ許可件数が箱わなの設置回数と言って

もいいかと思っております。保有している箱わ

なをフル稼働させて対応したところであります。 

  こうした状況もありまして、今秋に１基、追

加購入しているところです。また、その後、Ｊ

Ａから箱わな２基の寄附がありまして12月中に

納品予定となっております。 

  次に、わなの設置から捕獲までの体制につい

て申し上げます。 

  本市では、鳥獣による農林水産業等に係る被

害防止のための特別措置に関する法律、いわゆ

る特措法でありますけれども、この規定に基づ

きまして鳥獣被害防止計画による施策を実施す

るために、寒河江市鳥獣被害対策実施隊を平成

28年に設置いたしました。 

  実施隊の活動内容といたしましては、有害鳥

獣による農作物被害発生時の調査、捕獲または

追い払い、捕獲後の処理などを行うことでござ

います。市で被害の通報を受けますと、関係課

の職員と実施隊員が現場に向かって被害状況を

確認し、鳥獣の侵入経路等を特定した上で、わ

なの設置が有効な場所の選定を行います。その

後、市が捕獲許可を発出し、実施隊員がわなの

設置を行います。二、三名の体制で毎日わなの

見回りをし、捕獲用の餌の補充や痕跡等の有無

を確認いたします。イノシシの場合は餌の補充

というのはありませんけれども。鳥獣がわなに

かかっていれば、捕獲して止め刺しということ

になりますが、これを行って埋設等の処理を行

っております。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 今、市長のほうから箱わなの状

況、それから見回りについて御答弁いただきま

したが、今年ＪＡのほうから２個の箱わなとい

うことで、10個という体制での箱わなの仕掛け

になると思いますが、今年も箱わなの数が少な

くなって最終的には足りなくなったという状況

もあるようでありますが、箱わなをかけるタイ

ミングというのは非常に大事なのかなと思いま

すし、それから、箱わなを見回るのも、二、三

名体制で回っているというところで、隊員の方

の非常に忙しい中での見回りになると思います

ので、大変だなと思う状況が分かりました。ぜ

ひ、熊というのはやはり人里に出ると非常に怖

いものもありますし、出たものはやはり捕獲し

なければならないという大前提の中で、今後と

もよろしくお願いしたいと思っています。 

  続いて、ウ、放置果樹対策について伺います。 

  山間部や市街地を回りますと、多くの実がな

ったままの柿の木が家の周りや畑に見られます。

テレビでも熊が柿の木に登って枝を折りながら

柿を食べている様子が放送されますが、非常に

危険な状況だと思います。他人の家の物を勝手

にできないことは承知していますが、熊の人身

被害を防ぐためにも、残されている柿などの実

をきれいに収穫すること、収穫できなければ伐

採などの措置をしてもらうよう持ち主に周知し、

地区民の安全対策を講じることが必要だと思い

ますが、本市の対策について伺います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 熊による被害防止対策につきま

しては、市報やホームページ、全戸配付のチラ

シなどで周知しております。幸い、本市におい

て人身被害は発生しておりませんけれども、事

故を未然に防ぐための対策は重要だと考えてお

ります。 
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  対策としましては、人の生活圏に近づけない

よう不用果樹の除去や熊の移動経路となるやぶ

の刈り払い、森林との境界付近に緩衝帯を整備

することが有効だと言われております。今年度

については、モデル地域としまして、農林水産

省の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し緩衝

帯の整備、これは幸生地区でありますが、これ

と不用果樹の伐採、こちらは田代地区で行いま

した。 

  来年度に向けましては、現在、不用果樹の伐

採や緩衝帯整備、電気柵設置事業について要望

調査を行っておりますが、引き続き国や県の補

助金等を活用しながら、市民の皆様が安心して

生活できる環境づくりに努めてまいりたいと考

えております。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 幸生地区の緩衝帯の整備につき

ましては私も聞いておりますが、補助金を全部

使ってやったということですが、非常に補助金

の金額が少ないなと感じました。というのは、

幸生だけでなくて、やはり中山間部の地域、ほ

とんどで緩衝帯をつくっていかなければならな

いという状況にあると思いますので、そこのと

ころの補助も市が積極的にやっていかないと、

なかなか全体的に広がっていかないのかなと思

います。イノシシの場合だと畑の被害だけで済

みますが、やはり熊の場合は、特に人的被害が

多発している状況下でありますので早い時期に

やっていく必要性がありますので、市民からの

要望を待つだけでなく、やはり行政として積極

的に対応していく必要性が出てきているのかな

と思いますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

  続いて、エ、出没時の住民への周知について

伺います。 

  11月９日、西部公民館において議員と語る会

がありました。その席で出席者から「熊が出た

とき市の広報車、来るけど、よく聞こえていな

い。せっかく防災行政無線があるのだから、そ

れを使って周知したらどうだ」という声があり

ました。広報車が聞こえづらいのは、今の建物

は防音効果が高い建物が多いことや日中は高齢

者の方が多いこともあり、スピーカーからの声

が聞きづらいと感じるのかもしれません。 

  熊出没は今年で終わるわけでなく、今後も増

えていく可能性も指摘されています。熊の出没

時には、一刻も早い通報が必要です。防災行政

無線からサイレン音を一斉に流し、地域の皆さ

んに１回で伝わり地域で共有できることが必要

だと思いますが、本市の周知について伺います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 市街地での熊出没時の住民への

周知についての考え方でありますが、できるだ

け迅速に目撃された地域に向かって現況を確認

し、周辺地域の住民等の皆様に情報提供を行っ

て注意喚起に努めることを心がけているところ

であります。 

  そして、その手段でありますが、１つ目は、

警察のパトカーや市の広報車による音声での注

意喚起を行っているところであります。これは、

視覚的に警戒態勢を示すことで住民の安全意識

を高める効果もあると考えております。 

  ２つ目には、目撃情報のあった地域に防災行

政無線による最初と最後にチャイムを入れた音

声で放送を行うということも行っております。

あわせて、必要に応じ消防団の広報車による警

鐘、カーン、カーンという鐘の音ですけれども、

こういった音と音声での注意喚起も行っていま

す。 

  ３つ目は、電子メールや市の公式ホームペー

ジ、そしてＳＮＳを活用した情報発信でありま

す。 

  ４つ目として、目撃場所等に注意喚起のため

のぼり旗や出没注意看板などの設置も行ってい

ます。 

  ５つ目が、学校・保育所や幼稚園、各種施設、
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町会等による連絡網やチラシを活用した周知で

ありまして、複数の手段を組み合わせることに

よって幅広く確実に情報が届くよう配慮してい

るところであります。 

  なお、阿部議員から御提案いただきました、

防災行政無線でサイレンを一斉に流して住民に

伝えてはどうかということでありますが、防災

行政無線のサイレンを鳴らすタイミングといた

しましては、火災発生時や水害時の避難指示、

国民保護に関する緊急情報Ｊアラートなどを想

定しているものであり、熊出没時に一斉にサイ

レンを鳴らすことは、かえって住民の方々を混

乱させてしまう可能性があって、現時点では想

定をしておりませんけれども、例えば熊が出没

した際は音源を決めて流すといったような対応

ができないか、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  今後とも、住宅地などに熊が出没した場合に

は、地理的な条件など様々な事情を勘案した上

で、本市の広報車及び防災行政無線などを使用

しまして対象地域の皆様に適切な注意喚起の放

送を行って周知してまいりたいと考えておりま

す。 

  また、防災行政無線の放送を聞き逃す場合も

あろうかと思いますが、その場合には、電話で

放送内容を確認できるサービスがございます。

私も初めて今回知ったのですけれども、テレフ

ォンサービスで0237-85-5810という番号にかけ

ますと防災行政無線の内容を聞くことができる

というサービスも行っておりますので、こうい

ったサービスを御活用いただければと考えてお

ります。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 今、市長のほうから御答弁いた

だきましたが、抜かりなく十二分にやっている

ということだと思うのですが、市民の方から

「せっかく、これだけやっているのに、うまく

伝わっていない」というところがあるところが

問題なのかなと。やはり高齢者でも両方の耳を

持っているわけですし、外に出れば聞こえるわ

けですが、なかなか聞こうとしないのが大きい

要因なのか知りませんが、やはり住民に分かっ

てもらうことが一番大切なことで、こちらがや

っているから住民はそれに同調しなければなら

ないというようなことにならないようにお願い

したいと思います。 

  それから、今、熊出没については、災害とか

火災の場合の災害とありましたが、これだけ、

寒河江は30頭で済んでいますが、東根あたりだ

ともう百何十頭の熊を駆除している。また、秋

田ではもう二、三百という数の熊を駆除してい

る状況を見ますと、熊出没、熊被害というのは

もう災害なのかなと言わざるを得ないような状

況になっていると思います。 

  ただ、これは、今年で終わればいいのですが、

これから続くとなるとやはり本格的に取り組ん

でいかないと取り返しのつかない状況になりま

すので、本市のいろいろ忙しい中ではあります

が、対策を期待したいところであります。 

  続いて、オの学校及び登下校の安全対策につ

いて伺います。 

  熊は、陵西中学校グラウンドや白岩小学校近

辺、それから西根小学校近くにも出没しました。

学校では安心して学べること、登下校では安全

に通学できることが大切です。突然の熊出没時

には、各家庭の送り迎えで対応していますが、

時間的に難しい家庭もあると言われています。

また、中学校では、部活動の練習が終わると帰

りは暗くなりますが、自転車での下校になりま

す。熊の出没は朝か夕方が多いと言われますが、

市からの学校通達及び登下校の安全対策につい

て伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 熊出没の情報については、

市民生活課や防災危機管理課などの関係課で常

に情報を共有しております。 
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  学校教育課では、熊出没の情報を入手した段

階で、当該学区の小中学校長に連絡するととも

に、学区の保護者には学校教育課からさくら連

絡網で情報を提供し、注意喚起を行っておりま

す。 

  また、学校の近くや学校の敷地内に熊が出没

した場合や子供たちが登下校する時間帯に通学

路付近に熊が出没した場合には、学校からも保

護者に連絡するとともに、状況に応じて車での

送迎をお願いしております。陵西中学校の敷地

に熊が出没した際にも、生徒は自転車を学校に

置き、保護者に迎えをお願いしたところです。 

  特に帰りの迎えについて、子供の下校時刻に

合わせて迎えに行くことが難しい保護者につい

ては、迎えに行くことができる時間まで学校で

子供を待たせる対応を行っている学校もありま

す。家族の方も仕事がありお忙しいとは思いま

すが、緊急時の子供たちの安全確保のために学

校から保護者の皆様に御理解と御対応をお願い

しているところです。 

  今年度、熊の目撃情報が相次いだ陵西学区の

小中学校では、県村山総合支庁の出前講座を活

用し、子供たちが熊に遭遇した際に身を守る方

法について学習する機会を設けました。また、

敷地内への熊の侵入時等に安全を確保するため

に、教育委員会から熊の目撃情報が多くある地

域の学校に対して熊撃退用のスプレーを配付し

ております。また、子供たちに熊鈴の携行を勧

めている学校もあります。このように様々な対

応を行いながら子供たちの安全確保に努めてい

るところです。 

  今後も、子供たちの安全が確保されるよう、

国から出された通知、熊出没に対する学校及び

登下校の安全確保についてに基づきまして、熊

出没時の安全対策や連絡体制など、実情に応じ

た対策を改めて確認、整備いただくよう、教育

委員会から各学校に依頼をしております。学校

敷地内への熊の出没など万が一の場合に迅速な

対応が図られるよう、学校の状況に応じた危機

管理マニュアルの見直し、修正、追記等につい

ても、引き続き学校に働きかけを行ってまいり

たいと考えております。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 教育長から御答弁をいただきま

した。その中で山間部の子供たち、熊も出没し

て捕獲もなったということで、出前講座の中で

いろいろと子供たちへの指導、それから、様々

な対策をやっているということで、非常に感謝

を申し上げたいと思います。 

  そんな中で、町場の小学校もあるわけですが、

やはり市街地近くまで熊が出没しているという

ことで、町の中にも入る可能性があるというこ

とで町の中の小学校に対しても、出前講座の中

で熊というものをある程度、認識してもらえる

ような講座なども必要なのかと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、スプレーを学校に準備していると

いうことですが、子供たちがもしそういうスプ

レーが欲しいとなった場合に、高額なのですよ

ね。私も、先ほどお話ししましたけれども、山

に持っていくためにスプレーを買おうとしまし

たら、1,480円だったと思いますが、結構高額

な値段でした。そんな中で、行政あたりからの

補助があると非常にありがたいなと思ったり、

それから、ちょっと話がずれると思いますが、

中山間地の人たちに熊よけスプレーなども準備

してもらえるような補助などもできないのかな

と考えていたところなのですが、ちょっとずれ

ますけれどもよろしくお願いしたいと思ってい

ます。 

  それから、自転車の子供の下校ですが、親が

来るまで学校で待ってもらうということですが、

結構親の帰りというのは５時、６時過ぎ、下手

すると７時過ぎという状況もありますので、逆

に言えば、近くの親の車に相乗りをしていける

ような対策というのは取れないものなのか。突
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然で申し訳ないのですけれども、教育長に御答

弁願いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 車の相乗りというのは、な

かなか難しい問題がございます。例えば、部活

動で練習試合に行くときなんかも、今、基本的

に保護者に送迎をお願いしているわけですけれ

ども、相乗りはしないようにということでお願

いしております。かつて相乗りをしてというこ

とで交通死亡事故等も起こったことから、やは

りそうしたことが懸念されるということもあっ

て、なかなか難しい状況はあるかと思います。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 今の質問は、重々分かりながら

質問させていただきましたが、ただ、やはり学

校に、というのは、先生方もそこに待機をしな

ければならないということで、逆に労働制限の

問題もあるのかなと思ったり。そうした場合に、

いろいろと相乗りをして事故なんかもやはり分

かっていますが、ただ、本当に今のこういう時

期ですから、相乗りもやむを得ないのかなとい

う思いから今、質問をさせていただいたのです

が。もし、待つだけでなくて、もう少しいい対

策が考えられるとすれば、よろしくお願いした

いなと思います。 

  続いて、（２）鳥獣保護管理法に基づく「緊

急銃猟制度」について伺います。 

  鳥獣被害対策実施隊の皆様には、熊やイノシ

シの出没が多い中、大変御苦労をおかけしてお

ります。市民が安心安全に暮らすためにも、今

後ともよろしく御協力をお願いしたいと思って

おります。 

  ア、鳥獣被害対策実施隊について伺います。 

  本市の鳥獣被害対策実施隊の設立は、平成28

年４月に設置されたと伺っておりますが、寒河

江分会の猟友会の会員の皆様の数や鳥獣被害対

策実施隊メンバーの構成について伺います。ま

た、全国には猟友会の高齢化が進んでいると言

われますが、本市の状況についても伺います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 山形県猟友会西村山支部寒河江

分会の会員数につきましては、11月末現在で41

名と伺っております。 

  本市の実施隊を担う隊員については、猟友会

西村山支部長の推薦を受けまして市の非常勤特

別職職員として任命し、本年度は25名の方々に

活動いただいております。隊員の構成は、30代

が１名、40代、３名、60代、４名、70代、13名、

80代が４名となっており、計25名のうち銃猟免

許所持者が22名、わな猟免許所持者が12名とな

っております。70代以上の方が隊員の７割近く

を占めており、主要なメンバーとして活動いた

だいております。 

  議員おっしゃるとおり、本市においても高齢

化が進んでおりまして、後継者不足が課題とな

っております。有害鳥獣捕獲の担い手の確保及

び育成を図るため、寒河江市新規狩猟免許取得

等補助金事業において、新規狩猟免許取得等の

経費への支援に加え、今年度から新たに散弾銃

等の取得経費への支援をメニューに追加し、制

度の拡充を図って担い手確保に努めているとこ

ろであります。 

  なお、参考までに、今のところ、免許取得等

への支援に対しまして２名の申請がなされてい

るところであります。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 今、２名の若い方の申請という

ことで、非常にありがたく頑張っていただきた

いなと思っています。 

  被害対策実施隊の方は、今、準職員という形

での活動ということですね。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 ただいま申し上げたとおり、非

常勤特別職職員です。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 非常勤ということでありますが、



 - 96 -

あくまでもボランティアになるわけですよね。

というのは、この前、新聞を見ていましたら、

新潟市の猟友会の１人が市から連絡があって見

回りに行って熊に襲われた、そして、負傷して

いながら熊を追って捕獲をしたというニュース

が出ていました。そして、その猟師さんが言う

には、我々は命をかけたボランティアだという

ようなことを言っていましたので、質問をさせ

ていただいたわけですが。非常に危険を伴う作

業ですので、保険などは入っておられるのでし

ょうか。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 実施隊員については、保険加入

ということになっております。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ありがとうございます。よろし

くお願いしたいと思います。 

  昔、私が若い頃に長岡山のグラウンドの北側

に射撃場がありまして、射撃をしている練習を

見ていた記憶を思い出しました。でも、今なぜ

なくなったのか分かりませんが、それだけやは

り昔は寒河江市も、寒河江市だけなのか、西村

山なのか分かりませんが、それだけ狩猟をする

方がおられて、そして、そういう練習場を寒河

江市が造ったという経緯がありますので、それ

だけ寒河江市も猟友会に対しては力を入れてい

たのかなと思いますので、齋藤市長にもよろし

くお願いしたいと思います。 

  それから、イ、鳥獣被害対策実施隊の手当に

ついて伺います。 

  鳥獣被害対策実施隊の出動は、住民の通報に

より有害鳥獣の追い払いやわなの設置、見回り、

捕獲、侵入防止の柵の設置等の仕事になると思

いますが、仕事を持ち急な連絡により行動を起

こさなければならないなど、不規則な活動だと

思います。今年は箱わなにかかった熊が必死で

逃げようと鉄柵をかじり、鋭い歯もなくなり、

必死で逃げようとして凶暴になっている姿がテ

レビに映し出されております。現場での作業は

大変な状況だと思いますが、自治体により実施

隊の手当が異なると伺いましたが、本市の手当

について伺います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 実施隊員の手当についてであり

ますが、非常勤特別職職員として年額1,000円

の報酬と活動内容に応じた報償となっておりま

して、報償費は、わなの設置、見回りや現地調

査等の出動１人１回当たり2,000円、捕獲した

有害鳥獣の処理については5,000円を支給して

いるところであります。例えば、熊を１頭捕獲

して搬送や処理に５名が従事すれば、それぞれ

5,000円、計２万5,000円を支給するということ

になります。 

  議員のおっしゃるとおり、自治体によって支

給額等は異なっておりまして、１頭の捕獲につ

いて何人従事しても定額を支給するところもあ

ると伺っておりますが、本市の場合は、ただい

ま申し上げたような、１回の従事人数が増える

場合であっても出動１回１人当たりの報償とし

て支給しているところでありますので、定額に

比べまして１人当たりの報償額は変わらないと

いうことになっております。近頃の市街地への

熊の出没への対応等、大変緊張感の伴う職務に

当たっていただいておりますので、今後、実施

隊員の方々の御意見や近隣市町村の状況等を踏

まえまして、適正な支給額になるよう適宜検討

してまいりたいと思っております。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ありがとうございます。 

  今、市長からの答弁で、手当については分か

りました。ただ、自治体によっては、結構ハン

ターはいるけれども、手当が安いから入りたく

ないというハンターさんも結構おられるという

ことで、市長が困っていた状況も拝見してまい

りました。そんな中で、安心して出られるよう

な手当といいますか、料金の設定をよろしくお
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願いしたいと思います。 

  今、手当についての質問で了解をさせていた

だきました。全国の熊騒動は、襲われ亡くなる

人、それから、襲われ緊急搬送される人が急増

している中で、９月から熊対策に鳥獣保護管理

法に基づき、熊やイノシシが人の生活圏から出

没し危険が差し迫っている場合に、市町村長の

判断で銃猟による捕獲を可能にした緊急銃猟制

度が実施されました。住民の安全確保が最優先

され、厳格な条件と手順が定められているとさ

れています。 

  本市でも11月に白岩地区で緊急銃猟が実施さ

れ、熊が捕獲されている中で、鳥獣被害対策実

施隊の安全が少しでも保てるようになればと思

い、質問させていただきます。 

  ウ、市街地での発砲による責任問題について

伺います。 

  緊急銃猟制度は、令和７年９月から熊やイノ

シシが人の生活圏に侵入し人への被害のおそれ

が多い場合に、十分な安全確保などの条件下で

市町村が委託した者による銃猟を可能といたし

ました。住宅地での安全確保の難しさがありま

す。弾丸の撃つ方向に建物がある、弾の跳ね返

りや様々な万が一の事故があった場合の責任問

題について、判断の難しさから慎重になってい

るハンターもいると話を伺いますが、本市の考

え方について伺います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 市街地での緊急銃猟による発砲

に伴う責任につきましては、原則として市町村

が負うとされています。 

  令和７年９月に施行されました改正鳥獣保護

管理法によりまして、市町村長の判断で緊急銃

猟が可能になった背景には、人的被害などの事

故が起きた際の責任の所在を明確にするという

目的がございます。緊急銃猟は市町村が主体と

なって行い、最終的な責任は市町村長が負うと

いうことになっております。よって、物損事故

については、被害が生じた場合、市町村長が補

償いたします。また、万が一、人身事故が起き

た場合でも、国家賠償法に基づき市町村が賠償

責任を負うということになっております。 

  市街地での発砲となる場合、実際に発砲する

方は、市町村が責任を負うという制度は承知し

ていながらも、発砲をためらうような心理にな

るであろうと考えます。こうした心理に配慮す

るため、バックストップの位置や銃口を向ける

方向など、安全が確保される条件下での発砲を

お願いするものであることを現場において納得

いただいた上で発砲に当たっていただくといっ

た十分なコミュニケーションを図りながら、適

時的確な緊急銃猟の実施が確保されるよう取り

組んでまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 市長から御答弁をいただきまし

たが、書面を見るとそのように書かれておりま

すが、ただ、ブルーなところがあって、今、裁

判沙汰になっているようなところもある話もお

伺いしますので、あくまでも実施隊の皆さんが

安心して行動できるような体制づくりになるよ

うにお願いを申し上げたいと思います。 

  エの今後の熊対策について伺います。 

  熊は、他の鳥獣と違い、全国で人の命を奪う

事件が多く発生しています。本市では熊の人的

被害はない状況ですが、岩手県や秋田市の状況

を見ますと、市街地に多くの熊が出没し、市民

が恐怖にさらされています。秋田県知事は自衛

隊に熊の対策の要請をし、警察官のライフルを

使った熊駆除を要請しました。 

  本市でも多くの熊が出没し捕獲されています

が、高松地区や西根地区にも出没しています。

今後、市街地への出没も考えて対策が必要だと

思います。これからの本市の熊対策について伺

います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 まず、熊を住宅地等に近づけな
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いための対策が重要となります。そのためには

市民の理解・協力が何より必要でないかと思っ

ております。市民の皆様からは次の３つを守っ

ていただきたいと考えております。 

  まず、１つ目は、家庭ごみの徹底管理につい

てであります。熊は、生ごみを餌と認識すると

繰り返し収集所等に出没するということになり

ます。当然ではありますが、生ごみは収集日の

朝まで熊が容易に開けられない場所に保管しま

して、特に夜間に野外に出しておくのは厳禁と

いうことになります。また、コンポスターを使

用する場合は、熊が開けられないような頑丈な

ものを選んでいただくことをお願いしたいと思

っております。 

  また、２つ目は、屋外放置物を撤去していた

だきたいということになります。熊の餌になる

可能性があるものは屋外に放置をしない。例え

ば、ペットフードの食べ残しとか、バーベキ

ューをした場合の残りかすといったものは、き

れいに撤去していただく。また、柿などの果樹

や家庭菜園の収穫物は、速やかに収穫していた

だいて、落ちた実などは小まめに片づけるよう

にお願いしたいということになります。 

  なお、市街地の不用果樹を伐採する場合には、

経費の３分の２を支援する事業を県の補助金を

活用しまして取り組んでいるところであります

ので、御活用いただければと考えております。 

  また、３つ目としまして、熊の隠れ場所を極

力なくしていくということです。熊はできる限

り身を隠すことができるようなやぶなどを通っ

て移動しまして、穴などを探す習性がございま

す。家の周りや空き地の草刈りを定期的に行っ

て見通しをよくしていただき、やぶ化している

庭とか、使っていない小屋、空き家などは熊が

身を隠す場所になり得る場所でありますので、

侵入されないよう管理に注意していただきたい

と思っております。 

  熊の餌になる生ごみや身を隠す場所があれば、

冬眠に向かうことなく冬も住宅近くに出没する

個体が出てくるおそれがありますので、どうぞ

御理解、御協力をお願いしたいと考えておりま

す。 

  なお、住宅地周辺で熊を目撃したときには、

寒河江市役所市民生活課、または警察署のほう

に御連絡いただきたいと思います。 

  熊が市街地、住宅地に出没した場合の対応に

つきましては、今後マニュアルを整備しまして

出没ケースに応じた連絡体制、動員体制、安全

確認の手順、私、市長を含めた市職員、ハン

ター、警察官の動きなどをあらかじめ確認でき

るようにしまして、関係機関と協力して実地訓

練の実施をするなど、取り組んでまいりたいと

考えております。 

  いずれにしましても、市民の安全確保を最優

先に対応してまいりたいと考えておりますので、

市民の皆様の御理解と御協力を重ねてお願いい

たします。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 今、市長のほうから３点言われ

ましたが、一番やはり大切なのは家庭のごみ、

やはり臭いが結構出ますし、それから、熊は下

手な建物をすぐ壊してしまうだけの力がありま

すので、本当に頑丈に造っていかなければなら

ないのかなと。それから、先ほども話が出まし

たけれども、放置された空き家、小屋が、今、

冬眠をしない熊が増えているということもある

ようで、人里の近くに巣穴の代わりに空き家を

使ってすみ込むような熊もいるということです

ので、その辺の対策などもよろしくお願いした

いと思います。 

  続いて、オの人材育成と確保について伺いま

す。 

  全国的に猟友会の高齢化が進んでいると聞き

ます。熊被害が続く中、緊急銃猟制度による人

身被害を防ぐ迅速な対応が可能となりました。

一刻を争う中で、被害の軽減が期待されます。
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その後、自衛官の退職者や警察官退職者などを

ガバメントハンターとして採用・活用する方向

で調整を進めています。銃に慣れている人材を

熊駆除に充て、深刻な人材不足の解消を目指す

としていますが、現実として退職自衛官や退職

警察官での対応は難しいと言う方もおります。

本市の熊対策による人材育成、人材確保につい

てどう考えていくのか、お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 環境省から示されております緊

急銃猟ガイドラインにおきまして、緊急銃猟を

実施可能な能力を有する捕獲者を特定しておく

こととされておりますことから、本市では、鳥

獣被害対策実施隊員25名のうち６名の方を緊急

銃猟を実施可能な能力を有する捕獲者として特

定させていただいているところであります。 

  有害鳥獣捕獲の担い手であります鳥獣被害対

策実施隊につきまして、高齢化、人材不足とい

った課題がありますので、先ほどお答えさせて

いただいておりますとおり、狩猟免許の取得数

や猟銃所持者の数の拡大を図られるよう支援し

てまいりたいと考えております。 

  また、近日中に県の緊急銃猟タスクフォース

との協議を予定しておりまして、市街地等で緊

急銃猟に当たるハンターの研修・育成等を県に

対して協議・要望していきたいとも考えており

ます。 

  市街地における緊急銃猟に当たりましては、

住宅などが密集する場所で跳弾や貫通弾、標的

から外れた弾のリスクといったことをはかりな

がら、バックストップや銃口を向ける方向を判

断して、さらには熊等の習性や行動を踏まえて

適切なタイミングで発砲を判断したり実行する

ような能力が求められます。自衛官や警察官と

しての銃の発砲訓練を通じ得られる能力、経験

とは異なるものではないかと考えます。 

  こうしたことから、緊急銃猟を専任可能な人

材をガバメントハンターとして市町村が確保す

ることは、極めて困難であるのではないかと考

えます。ただいま申し上げましたような現実的

な対策を県とも協議しながら、今後進めてまい

りたいと考えております。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ありがとうございます。 

  齋藤市長は元県職のときにみどり推進課です

か、おられたということで、こういうことに対

しては非常に詳しい方ですのでお任せして大丈

夫だと思いますが、私は今回このように質問さ

せていただきました。その中で、私は熊の絶滅

を願っているわけではなく、人間が住む人里に

現れた熊は駆除していく必要性は絶対にあると

思います。市民の安全安心な生活を守らなけれ

ばなりません。しかし、熊の世界で暮らせるよ

うな環境をつくっていくのは、人間しかいない

と思っています。各自治体が熊やイノシシ、鹿

などの生態をきちっと調査していただいて、安

全な生活圏が保てるような、すみ分けがきちっ

とできるような環境づくりをお願いしたいと思

っております。 

  これで私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

 

渡邉賢一議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号16番、17番について、

９番渡邉賢一議員。 

○渡邉賢一議員 今定例会一般質問のラストバッ

ターとなってしまいました。図らずも大トリ役

を務めさせていただきます。本来であれば荒木

議員がここに来て大きな声で質問されると思い

ますけれども、私が今回、代役を務めるような

形になります。 

  まず最初に、一昨日、深夜11時15分に発生し

ました北海道・三陸沖地震によりまして、北海

道はもとより青森県、岩手県で被災をされまし

た皆様に心からのお見舞いを申し上げますとと
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もに、今年の２月12・13日でしたけれども、八

戸市と十和田市のほうに旧会派で視察をさせて

いただいたところでありました。ニュースを見

るにつけ非常に心が痛んでいるところでござい

ます。 

  まず最初に、立憲民主党・無会派の渡邉賢一

でございます。市民を代表して質問をさせてい

ただきますが、少数与党の自民党が日本維新の

会と連立を組み、高市新政権が誕生しました。

この２か月間、連立の枠組みが変わり、ブレー

キ役だった公明党からアクセル役の日本維新の

会に変わり、市民の反応は、加速度的に安倍政

治に逆流している、第二次麻生政権ではないか

と言われています。相変わらず政治と金の裏金

問題真相解明に対しまして、「そんなことよ

り」と蓋をし、富裕層と大企業優先の税制、参

議院選挙の結果、民意となった消費税減税や食

料品非課税を全く無視し、日中関係の外交問題、

また、東京電力刈羽原発の再稼働に向けた原発

問題、日米同盟による防衛予算をますます突出

させた補正予算、非核三原則の見直し、国会議

員の時限爆弾的な見切り発車を意味する定数削

減、憲法改悪など、アクセルが２つになった政

権に対して、鉄の女、サッチャー・イギリス元

首相をほうふつさせるような暴走が顕著となっ

ているのでございます。 

  経済対策では、先日、補正予算が出されまし

たけれども、アベノミクスを踏襲し、大企業が

喜んで、富める者が富んで、非正規雇用の労働

者が増加し、また、実質賃金が低迷する、これ

までの失われた30年に象徴されるように、さら

なる格差の拡大と貧困の問題が懸念されている

のでございます。 

  私ごとではありますが、今年さくらんぼ狩り

に来られた香港のお客さんが、冬には蔵王の樹

氷と出羽三山ツアーを楽しみにしておられまし

たけれども、中国政府から個人旅行の中止を余

儀なくされ、大変残念ですがキャンセルとなっ

てしまったとメールが来ました。 

  市民の命と暮らしを守り、自由と平和を守る

観点から、私どもがブレーキ役を果たす責任、

地方からの声、そして、良識ある市民の声が今

ほど重要になっているときはないと言っても過

言ではございません。そうした情勢を踏まえ、

今回は一般市民の幸せ、夢実現のために、さき

に通告しました項目に沿って御質問をさせてい

ただきます。どうぞ誠意ある御答弁をよろしく

お願い申し上げます。 

  通告番号16番、百年都市さがえの将来都市像

「さくらんぼと幸せ実る 夢育むまち 寒河

江」を掲げた第７次寒河江市振興計画（案）に

ついてでございます。 

  これまで計画案を策定するまで市民アンケー

トやパブリックコメント、市民による意見公募

などを行ってこられたと思います。パブリック

コメントについては、先月21日までの１か月間

ということで、まだインターネット上でも公表

されていないわけですけれども、こうした市民

の声、パブリックコメントについて、件数、そ

して主な意見などについてお尋ねします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 まず、御質問いただきました市

民アンケートについてお答えさせていただきま

す。 

  新第６次寒河江市振興計画の進捗状況等を評

価いただくため、市民アンケートを令和４年度

から実施しておりまして、結果は毎年市ホーム

ページで公表し、議員の皆様には懇談会にて報

告させていただいているところであります。 

  今年度は、無作為に抽出した市民3,000人、

市立保育所園児の保護者、小中学校児童生徒の

保護者、地域ワークショップ参加者、計6,509

人にアンケートを送付し、2,455人の方から回

答をいただいております。 

  内容としましては、40項目の施策について現

状の評価、満足度と今後の重要度を６段階で評
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価いただいております。 

  初めに、現状の評価、満足度について申し上

げますと、最も評価が高かった項目は、食育の

推進や子育て世帯の負担軽減、次いで、心地よ

い都市空間づくり、子育て世代への経済的支援

の充実と続いております。これは、寒河江産食

材を使用した給食の提供や学校給食費無償化、

チェリーランド再整備、保育料無料化の対象拡

大、副食費無償化などの取組に対する評価と認

識しております。 

  一方、最も評価が低かったのは、中心市街地

の活性化となっておりまして、空き店舗対策や

中心市街地活性化センターの利活用について、

さらなる対策が求められているものと受け止め

ております。 

  次に、今後の重要度について申し上げますと、

最も重要度の高い項目は、子育て世帯への経済

的支援の充実に続きまして、保育環境の整備、

地域医療体制の充実と続いているところであり

ます。今後の重要度を尋ねた結果につきまして

は、子育てや医療など生活に密接に関わる項目

の重要度が高い一方、芸術・歴史・スポーツに

関する項目は相対的に低くなっております。 

  なお、今後の重要度と現状の評価、満足度と

の差を表すギャップにつきましては、最も値の

大きい項目は持続可能な行財政運営、健全財政

化、次いで、中心市街地の活性化、地域医療体

制の充実となっております。 

  市民アンケートの結果を踏まえまして、今後、

市民の皆様から効果を実感していただけるよう

な施策に積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

  続いて、パブリックコメントの結果について

申し上げます。 

  第７次寒河江市振興計画（案）につきまして、

10月22日から１か月間、意見募集を行い、６名

の方から27件の御意見をいただいております。

主な御意見は、公共交通の充実による移動手段

の確保、起業創業支援の強化、空き家対策の強

化、移住定住対策の充実、寒河江公園の機能強

化など多岐にわたっております。いずれも市と

して喫緊の課題であり、市民の御理解と御協力

を得ながら関係する皆様と連携し、スピード感

を持って取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

  また、昨年度は計画策定に向けまして、市内

９地区でワークショップを開催し、延べ184名

の方に御参加いただきました。そこでいただい

た御意見には、防犯街路灯の増設、地域医療の

充実、農業の担い手の確保、農産物の振興、高

齢者世帯への支援などがありまして、計画策定

に当たりまして重要な資料とさせていただいて

おります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。 

  パブリックコメントの中身については、後日

アップされると思っておりますけれども、今、

市長のほうからもありましたように、多岐にわ

たって、特に重要度が高いものからずっと今、

述べられましたけれども、なかなか生活が大変

で市民は物価高対策などで四苦八苦して、ス

ポーツとか芸術がどうしても重要度が低くなっ

ているという傾向がここ数年、私もお話を聞く、

傾向を見せていただいていますけれども、そん

な状況になっていると分析しています。 

  さて、今朝の山形新聞内陸版には、市長が市

政ミーティングを田代地区で行っている状況が

出されました。次の質問に入りますけれども、

市政ミーティングにおける意見や事業の検証結

果に基づいて、どのように課題認識についてお

考えかをお尋ねします。 

  市長は就任以来、間もなく丸11か月で年を越

せば１年となるわけですけれども、これまでの

市政ミーティングや各地域あるいは各団体との

懇談を通じて、市民との意見交換を積極的に行

っておられると思っています。市民評価の中に
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は、16年間の前佐藤市政の偉業を賛辞する一方

で、必ずしも評価とはならない事業、期待どお

りにはいかなかった事業などについては厳しい

評価もあると思います。 

  そこで質問ですが、毎年、市民の声を数値化

する事業検証結果を踏まえ、新たな振興計画の

中で当面の課題、さらには中長期的課題をどの

ように分けてお考えなのでしょうか。佐藤市政

を継承しさらに拡充すべき課題と謙虚に見直す

べき主な事業の検討課題についてどうお考えか、

市長の御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 議員から御紹介ありましたとお

り、今年度、これまで白岩地区、高松地区の公

民館分館におきまして順次、市長と語る市政

ミーティングを開催しております。このミーテ

ィングでは、防災対策、空き家対策、道路・側

溝整備、除雪に関する要望のほか、中学校統合

後の新たな地域拠点施設の在り方や人口減少対

策に関する御意見などをいただいております。

各地域において、少子高齢化に対応した町会運

営や地域活動の在り方、鳥獣害対策など共通し

た課題を抱えていると認識しております。ミー

ティングを通していただいた御意見や御提案に

つきましては、できることは速やかに対応する

とともに、直面する課題については予算措置等

を検討し、また、中長期的に考えていかなけれ

ばならない課題は策定中の第７次寒河江市振興

計画の検討に生かすなど、市政運営の参考とさ

せていただいております。 

  続きまして、市民アンケートなど事業検証結

果を踏まえた第７次寒河江市振興計画を推進す

る上での課題について申し上げます。 

  初めに、当面の課題といたしましては、人口

減少対策、地域医療体制の充実、農業・商工業

の振興、防災対策及びインフラの強靱化などが

挙げられると考えております。特に人口減少対

策の柱の１つとなる婚姻率の向上につきまして

は、これまで様々な取組を行っておりましたが、

今後新たな事業の展開などによりさらに取組を

強化しまして、出生率の向上につなげてまいり

たいと考えております。そのほか地域医療体制

の充実、農業・商工業の振興、防災対策及びイ

ンフラの強靱化などにも対応し、持続的に発展

するまちの基盤づくりに取り組んでいかなけれ

ばならないと思っております。 

  その一方で、中長期的な課題といたしまして

は、公共施設の老朽化、財政の健全化が挙げら

れます。既存の公共施設につきましては、今後

各施設が担う役割を慎重に検討しまして、統廃

合も含めた方向性について、よく協議を行って

いく必要があると考えております。 

  また、財政の健全化については、今後統合中

学校や新病院など大規模な施設整備を控えてお

り、自主財源の確保を含め、これまで以上に適

切な財政運営に努めることが重要であると考え

ます。第７次寒河江市振興計画におきましても、

市民アンケートなどによる事業評価を継続し、

強化すべき事業や社会情勢の変化などに応じて

見直すべき事業などについては、毎年振興審議

会から御意見を伺いまして全庁的に協議・検討

してまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 御答弁いただきましたけれども、

やはり市民の期待は、人口減少対策で言うと婚

姻率のアップ、ここが今までずっと、成果など

をお聞きしますと、なかなかうまくいっていな

いということで、期待にまだ、伴っていないと

ころが非常に大きいのではないかと思います。

ここをぜひ当面の重点課題としていただき、ま

た、中長期的には、同僚議員のほうからも財政

健全化と併せての考え方、様々質問でただされ

ていますけれども、統廃合再編はやむなしの部

分はあるにしても、選択と集中でしっかりとや

るべきところはやっていく、残すべきところは

残していくという考え方で進めていただきたい
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ということが、私の基本的な要望でございます。 

  ３つ目、市長公約「４つの基本政策」という

ことで、重要課題の振興計画への反映、そして、

間もなく出されるであろうアクションプログラ

ム、行動計画についてお尋ねをしたいと思いま

す。 

  「４つの基本政策」のそれぞれアからエまで

ありますけれども、１つずつ大きな課題につい

て抜粋して質問させていただきます。 

  まず、１つ目、全国的にいじめ件数や不登校

の児童生徒が増加して、不登校については昨年

度、全国で35万人を突破し、本市については、

数字を伺ったところ、県の出現率よりも高いと

いうことで、今年度も増加傾向と伺っておりま

す。2025年３月末、令和６年度末で児童が42名、

生徒が89名で、131名の不登校児童生徒がいら

っしゃったという結果でありました。1,000人

当たりの出現率で言うと、県は18.3、本市は児

童で言うと21.0、生徒で言うと県は58.3、本市

では84.7という状況であるともお聞きいたしま

した。 

  ここからですけれども、ＮＰＯ法人登校拒否

・不登校を考える全国ネットワークというのが

ありまして、パネルを作ってまいりましたけれ

ども、小中学校の教員に対して行った不登校対

応に関する教員全国調査2025というのと不登校

を持つ親の全国アンケート、これはちょっと古

いのですけれども2022年の資料がございます。

（資料を示す） 

  まず、先生のほうからいきますと、不登校の

子供の対応に困っている先生、88.4％、その子

の親の対応に困っている先生、82.5％、本人や

親への対応する時間がなく困っている先生、

86.3％、学校を休んで心が安定した、これは子

供さんへの見方、親へのアンケートで言うと、

68.4％、学校や社会の考え方が変わり価値観が

転換した親、82.5％、不登校で食費など経済的

負担が増加した親、68.1％、教育委員会や役所

の窓口は助けにならなかったという親、72.0％

など大変厳しい結果となっております。私たち

は、決してこういう数字に目を背けてはならな

いと思うのですけれども。 

  先日、厚生文教常任委員会で、昨年４月に開

校した全国初となる不登校特例校、宮城県白石

きぼう学園のほうに行って行政視察をさせてい

ただきました。また、今年４月には、本県初の

上山きらり学園が開校したと。こうした小中一

貫の不登校特例校のような自分のペース、個別

の学びの機会の確保が、ますます喫緊の最重要

課題となっております。 

  そこで質問ですが、市長公約の１つである、

学校に行くのが困難な子供たちが多様な選択が

できる居場所や教育環境の整備促進について、

市長は具体的にどの部分に反映されようとして

いるのか、市長の御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 ただいま渡邉議員から御質問あ

りました項目につきましては、第７次寒河江市

振興計画（案）、現在策定中のものですけれど

も、こちらの基本政策１の４、豊かな心と健や

かな体の育成に位置づけさせていただきまして、

多様な教育ニーズに応じた支援の充実を施策と

して掲げているところであります。 

  主な取組といたしまして、不登校の子供たち

に対する学校内外の居場所づくりと相談員等の

配置、寒陵スクールの開所時間の延長、相談員

の増員などを盛り込んでいるところであります。 

  本市においては、支援を必要とする児童生徒

は増加傾向にあるとお聞きしております。この

ため、不登校や障がいなど一人一人の教育ニー

ズを的確に把握した上で適切な支援を行うとと

もに、子供たちが抱える悩みをいつでも相談で

きる環境を整えて、受け止めるための専門的な

体制をさらに強化しまして、子供たちが安心し

て学び成長できる教育環境づくりを進めてまい

りたいと考えております。 



 - 104 - 

  こうした考え方に立ちまして、現在策定中の

第３次寒河江市教育振興計画におきましては、

学びの多様化学校の設置についても検討してい

くこととしているところであります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 新中学校が1,000人規模という

ことで言うと、89人となればもう１割近い数に

なるわけでございます。そういう危機的な状況

をぜひ今回の振興計画やこれからのアクション

プランの中で市民に打ち出していただきたいと

思います。 

  次に、誰もが安全安心で快適さや利便性を実

感できるまちについて質問します。 

  都市計画マスタープランや立地適正化計画に

ついて、それぞれの素案が示されました。特に

立地適正化計画である、交流と賑わいあふれる

まちなかの再生と市民の暮らしと健康を支える

利便性の高いまちづくりが地域生活拠点の形成

と拠点相互の連携、公共交通や道路によるネッ

トワークの持続可能な100年都市寒河江を形づ

くっていくと設定されております。 

  その中でも一番重要路線だと思っている、都

市機能誘導区域と誘導施設の設定の下に本市の

大動脈となる基幹道路、内回り環状線、都市計

画道路、落衣島線の早期全線開通整備が期待さ

れております。同僚議員のほうからもありまし

たように、高速道路、山形道から南に延びる南

部区間の拡幅整備、また、若神子跨線橋の先か

ら平塩橋までの柴橋区間の新設など、本市の新

統合中学校、新統合病院、新消防署、新陸上競

技場や体育館、文化センターなどの社会インフ

ラをつなぐとともに、市内中心市街地との経済

循環を活発にさせる上で、早期全線開通という

のが大変重要だと思っております。 

  そこで質問ですが、市長公約の１つである安

全で渋滞なくスムーズな交通を生み出す環状線

などの市内道路の整備促進について、市長は具

体的にどの部分にこれから重点的に反映された

いのか、御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 ただいまいただいた御質問につ

きましては、振興計画（案）の基本政策５の６、

交通ネットワークの整備に位置づけまして、広

域道路ネットワークの整備促進を施策として掲

げているところであります。主な取組としまし

て、平塩橋の架け替え整備や未着手都市計画道

路の整備、新たな公共施設へのアクセス向上に

向けた道路整備などを盛り込んでいるところで

あります。 

  ただいま議員からありました都市計画道路、

落衣島線の早期全線開通につきましては、この

路線は本市のまちづくりの基幹となる路線だと

考えますので、重要な課題であると捉えており

ます。今後、計画道路、計画路線の事業化に向

けた検討を進めるとともに、幹線道路ネット

ワークを強化しまして、市民の皆様が安全で快

適に移動できる交通環境の充実に取り組んでま

いりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 雪が降っても今急ピッチで、ほ

なみ団地陵東中学校線、落衣島線の一部になる

わけですけれども、もう一生懸命工事をされて

いらっしゃいます。本当に地元住民としても頭

が下がるところであります。ぜひここは、つな

いでこそ重要幹線道路となりますので、さらに

延長していただきたい。要望でございます。 

  次に、若者をはじめあらゆる世代が豊かさを

実感できる付加価値創造のまちづくりについて

ということで、公約にございました。 

  情報化、国際化が加速度的に進む中で、本市

を訪れる外国人観光客が増加しているというこ

とで、今日も同僚議員の質問がございました。

道の駅寒河江チェリーランドや史跡慈恩寺のみ

ならず、さくらんぼ狩り、そば打ち、ちょっと

行けば紅染め体験、工房などの体験なども人気

で来られているようでございます。 
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  観光資源の発掘、磨き上げということもある

のですけれども、全国で特に人気なのは、２か

月間程度農家住宅や空き家を借りてショートス

テイしながらフルーツツーリズムと農家暮らし

を兼ねたファームステイでございます。これは、

週７日のうち４日間、農家の手伝いをして、３

日間は自由に国内旅行で観光地を訪れるのだそ

うです。働きながら遊ぶということで、山梨県

南アルプス市で訪日予定の外国人に募集をかけ

たところ、何と200人枠に3,000人が殺到された

のだそうです。実に15倍です。 

  そこで質問ですが、市長公約の欧米、豪、韓

国、台湾などの富裕層をターゲットにしたイン

バウンド観光の促進ということで打ち出されて

いるのですけれども、具体的にこれからどの部

分にさらに反映されようとしているのか、御所

見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 ただいま御質問いただいた項目

につきましては、振興計画（案）の基本政策２

の２、賑わいを創出する観光振興に位置づけま

して、インバウンド観光の推進による集客、収

益力の向上を施策として掲げているところであ

ります。 

  主な取組といたしましては、インバウンド市

場のニーズに即した観光商品開発と情報発信、

ソフト・ハード両面での受入体制整備への支援、

外国人富裕層に向けた観光商品開発の推進など

を盛り込んでいるところであります。 

  昨年の本市のインバウンドの受入れ状況は、

台湾、韓国などアジア地域からの受入れが多く

を占めておりますが、今後、欧米等、他の地域

からの受入れ強化と富裕層を視野に入れた戦略

的な誘客が必要であると認識しております。そ

のためにも、地域の資源を磨き上げまして、市

全体として一体的なブランド力の向上に取り組

んでまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 私がモデルと思われるのが、隣

の隣、朝日町のだいちゃん農園ですね。志藤さ

んという方がされているのですけれども、これ

がやはり成功例だと思います。多くの外国人の

皆さんがおいでになって、リンゴもぎから空気

神社までいろんな観光をされているのですけれ

ども、寒河江市や西川町、大江町、河北町のほ

うまで足を延ばして、地域の観光ガイドみたい

なこともされてすごく人気だそうです。ぜひそ

ういった部分についても今後やっていく価値が

大いにあると思っています。 

  続いて、最後になりますが、持続可能な農村

や地域コミュニティで幸福感ある暮らしに彩ら

れるまちについてについて質問します。 

  空き家や耕作放棄地が増え、最近では先ほど

来ありましたように、里山や河川付近だけでな

く町なかのアーバンベア、熊の出没が大きな問

題になっています。また、米の生産体制も農林

水産大臣が替わるたびに増産だ、減反だところ

ころ変わり、米農家にとって不安が増している

のも事実であります。 

  人口減少や学校統廃合によって地域の伝統芸

能が継承されず、学校でも、コロナ禍を機に学

校行事からそういった行事については廃止され

たというのもお聞きしています。非常に残念で

す。まさに農業農村にとって大きな危機だと思

います。 

  廃校となる校舎の利活用について、これも先

般、厚生文教常任委員会で栃木県大田原市と那

須町を行政視察させていただきましたけれども、

地域の交流拠点としての利活用で大変重宝され

ておりました。今後の公民館、コミュニティセ

ンターの在り方についても大変参考になると感

じてまいりました。 

  そこで質問ですが、市長公約の子供から高齢

者まで心豊かにいきいきと暮らし交流する住民

主役の地域づくりの推進について、これも振興

計画のどの部分に反映されたいのか、お伺いし
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たいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 御質問の項目につきましては、

振興計画（案）の基本政策４の１、みんなでつ

くる持続可能な地域づくりに位置づけまして、

住民が主役の地域づくり、地域課題の克服を主

眼とした地域づくりを施策として掲げておりま

す。 

  主な取組といたしましては、地域づくり活動

への支援及び人的支援の継続、集落支援員の配

置拡大、神輿の祭典など地域団体が主催する催

事を核とした地域コミュニティーのさらなる強

化、地区公民館、コミュニティセンターと分館

との連携などを盛り込んでおります。 

  コロナ禍を経まして市の支援制度を活用した

地域づくり活動は増加傾向にありますが、一方

で、人口減少等により地域運営を担う人材が不

足している地域も見受けられます。こうした地

域については、現状課題を丁寧に伺いながら、

実情に応じた支援の在り方を地域の皆様と共に

検討したいと思っております。 

  また、今後、学校の統廃合などで地域から公

共施設がなくなるといった御意見も伺っており

ます。その際には、各地域の皆様の御意見を踏

まえまして、コミュニティセンターの設置など

も含めまして、将来を見据えた施設整備を広く

検討してまいりたいと考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ地域の声を生かしていただ

き、そして、地域コミュニティーという一つの

核となるものをしっかり守っていただきたいで

す。そして、地域づくりの推進役になっていた

だき、地域住民が幸せに暮らせるようにこれか

らも御尽力を賜りたいと思っています。 

  さて、通告番号17番、魅力ある街並みや景観

をつくる「花と緑のまちづくり事業（仮称）」

による国道沿いや公園の環境美化推進について

でございます。 

  今日も後ろに傍聴として団体の方々がおいで

になっていらっしゃいます。本市ではかつて地

域住民の協力により国道沿いや公園、道路脇な

どの花壇や緑地が整備され、花と緑のまち寒河

江として親しまれてきました。しかし、残念な

がら最近では高齢化や新型コロナの影響で、除

草や植え替えなどの作業が十分に行えない状況

となっています。その結果、雑草が繁茂し、せ

っかくの花壇も荒れた印象になってしまってい

ます。多くの市民のみならず、本市の企業、団

体に通勤する方々、観光に訪れる方々の声を

度々お聞きする機会がございますが、非常にそ

うした残念な声でございます。 

  県職員時代にみどり自然課長という重責を担

ってこられた齋藤市長に申し上げることは、言

わば釈迦に説法ではありますけれども、市民の

関心が非常に高いため、順に質問をさせていた

だきます。 

  １つ目、「みどりの基本計画」における幹線

道路「緑のネットワーク」と「みどりにあふれ

たまちを育む活動支援」の現状についてでござ

います。 

  これについては、みどりの基本計画の条文を

申し上げたいと思ったのですけれども、時間の

関係がありますので、１つ質問をさせていただ

きますけれども、みどりの基本計画の中には、

寒河江フラワーロード事業、花いっぱい推進事

業、Ｊポット、花壇・植樹帯について、本市で

は住民による国道112号沿道に住民参加による

植栽を行ってきたということであります。 

  私の2023年６月議会での質問に前佐藤市長が

御答弁されていますけれども、非常に多くの市

民がこの事業に参加されてきたと。当然、町会

長や役員の皆さんの御尽力があってですけれど

も、延べ8,000人と聞きましたけれども、それ

で３万9,500本の花を植えられたことを御答弁

されておりました。 

  本市の緑の将来像というのは、計画の中で最
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上川、寒河江川の大規模な河川や市街地の河川

や街路樹、植栽等の緑の軸を活用し、大規模な

公園、緑地、寒河江公園や慈恩寺といった拠点

となる大きな緑のネットワークを形成するとし

ています。 

  ここで質問ですけれども、計画では年次ごと

に本市の取組の状況について報告することにな

ってございますけれども、現状についてお伺い

したいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 みどりの基本計画における幹線

道路を緑にあふれたまちを育む活動支援の現状

についてということで御質問いただきましたが、

フラワーロード等の植栽事業につきましては、

令和２年度から令和４年度までは新型コロナウ

イルスの影響によりまして住民参加による植栽

などは事業中止を余儀なくされたところであり

ます。 

  また、その後、令和５年度からの事業再開に

当たりましては、令和４年度に関係する町会に

植栽事業継続に関するアンケート調査を実施さ

せていただきました。その結果、回答があった

62町会中51町会、８割以上の町会から、これま

でのような住民参加型の事業継続は望まないと

いった回答があったところであります。 

  このような経過から、国道112号沿いでは、

令和５年度からは多数の来客が見込まれる施設

の周辺、つまりチェリーランド周辺ということ

になりますけれども、こうした場所や交差点付

近など５か所に絞って、外部委託やボランティ

ア活動による花苗の植栽を実施しているところ

であります。また、公民館敷地や地域の公園、

道路、植樹帯など、市内各所にある地域コミュ

ニティー花壇におきましては、引き続き町会に

よる植栽が行われておりまして、令和７年度は

26町会から御協力をいただいております。 

  これらの取組によりまして、市全体の実績と

しては、令和５年度は１万800本、令和６年度

及び令和７年度はそれぞれ同数の１万2,960本

の花苗の植栽が行われております。 

  以前は、国道112号の長崎大橋から高松まで

の区間はフラワーロードとして延々と続き、ま

た、町なかが花いっぱい推進事業により花で彩

られまして、市民や来訪者の目を楽しませてお

りました。私も、県職員時代など出張で寒河江

を通るたびに、寒河江はすごいな、寒河江市民

はすごいと。どこもまねできないなというよう

な話をしておりました。そういったことから、

現在の規模の縮小された状況というのは、いさ

さか物足りなさと寂しさを感じているところで

あります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 前々市長の佐藤誠六市長時代か

ら、いい悪いは別にして、トップダウンではな

いかということで嫌々の市民もいらっしゃった

のも分かります。いろいろ聞きましたけれども。

でも、多くの市民は、鉢植え、１苗もらってい

けるんだということで、自分の家に持っていっ

ていいんだということで町会長から言われて、

自分で今度ホームセンターから買ってきて、花

壇を作って植えて。それがやはり官民協働のモ

デルとなったのかなと、今思い起こせばそう思

います。しかし、残念ながら今、現状はそうい

う。でも、26町会でされて１万2,960本も植え

られているというのは、今日初めてお聞きしま

した。これも大変な御尽力であると思います。 

  次に、もう一つの柱である「みどりにあふれ

たまちを育む活動支援」についてでございます。 

  今あった町会などもそうなのでしょうけれど

も、ボランティア活動の一環として協賛企業や

市民団体、ライオンズクラブやロータリークラ

ブ、ＪＡさがえ西村山、商工会、あるいは学校

など様々な活動がございます。その中で本市が

団体等に行っている活動支援について、特にこ

の中で言われている人材育成やまちづくり基金

の活用などどのようになっているか、現状をお
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伺いいたします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 現在、フラワーロードの植栽に

関しましては、ボランティアということになり

ますが、寒河江「小さな親切」の会の参加をい

ただいているところであります。この会は、広

く市民の間に小さな親切運動の普及推進を図り、

もって市民協働の力で明るく住みよい寒河江市

の建設に寄与するということを目的とする会で

ありまして、本年度も、５月にはチェリーラン

ド東側約１キロメートルの国道112号沿いへの

花苗の植栽、10月には長崎大橋から白岩バイパ

ス入り口までの約10キロメートル区間のクリー

ン作戦を実施していただいております。この会

には、賛助会員として本市も加わっておりまし

て、会費の支出による財政的な支援や花苗の提

供、寒河江市役所の課長会所属職員がボランテ

ィアで、私も含まれておりますけれども、前述

の作業に参加するなど、活動の人的支援も併せ

て行っているところであります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 市の課長会をはじめ、皆さんの

力で今の状況が維持されているということも私、

初めてお聞きしました。 

  まだまだ、でも、伸び代というか、活動がま

だまだ行き届かない部分について、これからち

ょっと厳しいお話をさせていただきます。 

  ２番の道路管理者や公園管理者が雑草繁茂等

を放置することにより、美しい景観を著しく損

なう管理責任についてでございます。 

  私も先週の土日、今週の休みに入る前にバイ

パスを回ってきましたけれども、残念ながらも

う、甲子園で言うとアルプススタンドみたいな

感じで覆ってきていますね。だんだん手前から

こんな感じで奥のほうが高くなっていて。だか

ら、圧倒されそうな雑草の繁茂状況だと皆さん、

お感じになっていると思います。 

  これについては、国道、県道、市道はもちろ

んそうですけれども、それぞれの管理者が一生

懸命御苦労されていることについては敬意を表

したいと思いますけれども、近年では、道路の

り面や舗装の縁石から伸びてくる雑草が生い茂

って、非常に景観を著しく損なっているのでは

ないかと思うのでございます。 

  先ほど言ったフラワーロードの取組について、

非常に今まで実績があった、そして、自治省時

代ですか、総務省になっても表彰を受けてきた

プライドもあります。だからこそ、本市で国道

を花壇として借りているエリアをはじめ、その

周辺とのり面、本市が指定管理している公園の

花壇など管理責任について、非常に申し訳ない

のですけれども、今まだまだの状況について市

長はどのようにお考えなのか、御所見をお伺い

します。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 先ほど答弁させていただきまし

たとおり、国道112号での花苗の植栽につきま

しては、令和５年度より規模を縮小して実施し

ており、植栽を継続している箇所については、

引き続き国道管理者より植栽する場所を借用し

て外部委託、これは３者ありますけれども、そ

れによる除草や施肥等の管理業務を実施してお

りますが、令和元年度以前に植栽を行っていた

箇所で管理を返上したところについては、雑草

が生い茂っている箇所が見受けられるというこ

とになっております。道路や公園などの維持管

理は、基本的に施設の管理者が対応すべき事柄

になりますけれども、このような事態は、本市

の景観にとって本当に大変憂慮すべきことと思

っております。 

  ですので、国道112号に限らず、国道や県道

等の管理者である国土交通省や県の関係者と意

見交換する機会を捉えまして、景観保全を含め

た協力を依頼するなどしながら、適正な管理が

図られるよう努めていきたいと考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 
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○渡邉賢一議員 ニュースにもありましたけれど

も、県の道路パトロールの新規採用職員が若干

名ということで募集されていますけれども、職

員の方々も非常に毎日、日夜、災害のときなど

はさらにですけれども、こうした道路の管理作

業をされているのです。ですが、やはりまだま

だ行き届いていないというのがございますので、

ぜひ、先ほど市長からありましたけれども、機

会をつくっていただいて意見交換などしていた

だきたいなと思います。 

  次に、３番、寒冷地に強く、雑草を抑え、長

期間にわたり花を楽しめる多年草の植栽につい

て、これは提案をさせていただきます。 

  去る11月19日に市長に対しまして、後ろにい

らっしゃる市民団体の花と緑のまちづくりの会、

これも仮称ですけれども、要望書という形で提

出された文書の一文を読み上げたいと思います。

これは11月25日の山形新聞地域版にも大きく掲

載していただいているようです。読み上げます。

「再び花と緑で彩り、訪れる人や地域の皆さん

にきれいになったねと感じていただける環境を

取り戻すべきではないでしょうか。そのための

御提案ですが、できるだけ手間がかからず、毎

年咲く強い品種の草花を中心とした植栽を進め

ていってはいかがでしょうか」ということでご

ざいます。 

  どんな花なのかということで、団体が提案さ

れているのがこれでございます。（資料を示

す）１つ目がガウラといってヤマモモソウ、別

名白蝶草ともいうそうです。初夏から秋まで長

く咲き、風に揺れる白い花が涼やか、根張りが

強く乾燥にも強いとされております。また、２

番のラベンダー、これは御存じの方多いと思い

ますけれども、香りがよく害虫がつきにくい、

夏の花壇を彩り管理も容易だということです。

３つ目、セージ類、これはサルビア・ネモロー

サなどですけれども、耐寒・耐暑性に優れ、青

紫色の花が美しいとされております。４番目が

ユリオプスデージーという花ですけれども、晩

秋から春先までの黄色い花、今頃、黄色い花を

咲かせて寒さにも比較的強いとされております。

アジュガという、これはセイヨウキランソウと

いう花ですけれども、地を覆うように広がり雑

草を抑える、グラウンドカバーに最適だと言わ

れています。最後に、ヒメイワダレソウという

花で、非常に繁殖力があり雑草防止の効果が高

い、公園や道路脇の緑化にも活用可能というこ

とで、これは、顧問である山形大学植物学者で

もあります横山教授のアドバイスをいただいて

いるということで、草花の品種について市長に

御提案をされております。 

  こうした提案について、市長も御検討された

と思いますけれども、御所見についてお伺いし

たいと思います。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 今、本市がボランティア活動な

どで植栽しているのは、ニチニチソウという高

温・乾燥に強い花を採用しているところでござ

います。今年の夏は猛暑日が続く日もありまし

たけれども、沿道のニチニチソウは大変元気で

ありました。このように暑さに強く、水かけの

手間もほとんどなく済むということで採用した

わけでございますけれども。 

  また、以前は、毎年春に関係の町会の皆様か

ら一斉に集まっていただく形でイベント的に植

栽を行うということから、花苗を寒い季節まで

もたせる、また、越冬させるということは想定

していなかったということでありますが、御提

案いただいた寒冷地に強い多年草につきまして

は、これまでと同様に長期間花を楽しめて、ま

た、毎年の植栽の手間が省ける、雑草を抑えて

除草作業の負担が軽減されるといったメリット

があると理解しております。御提案の多年草に

つきましては、現在、ボランティア活動などで

の管理の手が行き届いていない場所への導入と

いったことなどを念頭に、維持管理や費用対効
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果を総合的に判断して採用を検討していきたい

と考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。ぜひ前

に進めていただくように強く要望したいと思い

ます。 

  最後の質問になります。市民の心を豊かにし、

地域の交流が深まり、夢を育む環境美化のさら

なる推進についてお尋ねします。 

  いっぱいあるのですけれども時間の関係があ

りますので、国土交通省の寒河江国道維持出張

所付近については、豊富な地下水が流れており

まして、地下４メートルぐらい掘ると、もう湧

き水の地下水水脈にぶつかるという国の調査結

果がございます。付近の集落である、西根では

シタガラというのですけれども、下河原地区で

は、今も地下水の恩恵を受けているわけです。 

  こうしたことから、国道沿いの私有地、ある

いは、寒河江国道維持出張所さんにお願いをし

て、ぜひフラワーロードの簡易井戸を設置して

いただくことで、市民による簡易な水かけも可

能になるのではないかと思っています。 

  花と緑でまちを美しくという活動は、単に景

観をよくするだけではなくて、先ほど来、市長

からも御答弁がありますように、協働のまちづ

くりとして、自然を愛し人を愛する寒河江市民

の心を明るくし、地域の交流を生む大切なきっ

かけになると考えています。将来都市像「さく

らんぼと幸せ実る 夢育むまち 寒河江」、本

市の新しいまちづくりの一歩となることを確信

いたしますけれども、市長の強い御決意も含め

て御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 齋藤市長。 

○齋藤真朗市長 緑にあふれたまちというのは、

人々の心を豊かにするものでありますし、また、

地域の交流が深まるということで、こういった

緑にあふれたまちのまちづくりというのは、非

常に大切なことであると考えます。その理想的

な姿としては、以前のように数多くの町会の皆

さんが一堂に集まって国道112号沿線に花苗を

植栽するような体制づくりが求められるのかと

は思います。 

  しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、

少子高齢化による地域のマンパワーが低下して

いる昨今、行政が予算と事務局を担って町会等

が活動主体となって全市的に行う植栽事業とい

うのは、現状に合わなくなってきているのでは

ないかと思います。 

  今後は、寒河江「小さな親切」の会のような

有志やボランティアの方々など、町会組織等に

は頼らない別のアプローチによるマンパワーの

発掘、活用を検討していきたいと思います。ま

ずは、植栽などの緑化活動に積極的な団体の皆

さんに対しましてモデルとなる植栽箇所を提供

しまして、まちづくり基金等を活用していただ

きながら植栽活動に参加できるような、そんな

新たな環境づくりを進めていきたいと考えてお

ります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。 

  チェリーランドだけではなくて、玄関口のＪ

Ｒ寒河江駅とか国道112号線、中山町から入っ

てくるところ、空港から入ってくるところとか、

様々あると思います。ぜひ花と緑によるおもて

なしを進めていただきたいと思っています。 

  結びとなりますけれども、今、新たな年を前

に、全世界が国際平和主義の下、恒久平和を取

り戻すことが非常に大事なのではないかと思い

ます。最後に、「あたらしい憲法のはなし」、太

平洋戦争（大東亜戦争）の終結後、1947年、昭

和22年８月２日に文部省が発行し、1952年、昭

和27年３月まで使用された中学校１年生用の社

会科の教科書でございます。この中から抜粋し

て一文を朗読し、締めくくってまいりたいと思

います。 

  「６、戦争の放棄。皆さんの中には、今度の
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戦争にお父さんやお兄さんを送り出された人も

多いでしょう。御無事にお帰りになったでしょ

うか。それとも、とうとうお帰りにならなかっ

たでしょうか。また、空襲で家やうちの人をな

くされた人も多いでしょう。今やっと戦争は終

わりました。二度とこんな恐ろしい、悲しい思

いをしたくないと思いませんか。こんな戦争を

して、日本の国はどんな利益があったでしょう

か。何もありません。ただ恐ろしい、悲しいこ

とがたくさん起こっただけではありませんか。

戦争は人間を滅ぼすことです。世の中のよいも

のを壊すことです。だから、今度の戦争を仕掛

けた国には大きな責任があると言わなければな

りません。この前の世界戦争の後でも、もう戦

争は二度とやるまいと多くの国ではいろいろ考

えましたが、またこんな大戦争を起こしてしま

ったのは、誠に残念なことではありませんか。 

  そこで、今度の憲法では、日本の国が決して

二度と戦争をしないように２つのことを決めま

した。その１つは、兵隊も軍艦も飛行機も、お

よそ戦争をするためのものは一切持たないとい

うことです。これから先、日本には、陸軍も海

軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄とい

います。「放棄」とは「捨ててしまう」という

ことです。しかし、皆さんは決して心細く思う

ことはありません。日本は、正しいことをほか

の国より先に行ったのです。世の中に正しいこ

とぐらい強いものはありません。 

  もう一つは、よその国と争い事が起こったと

き、決して戦争によって相手を負かして自分の

言い分を通そうとしないということを決めたの

です。穏やかに相談して決まりをつけようとい

うのです。なぜならば、戦を仕掛けることは、

結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからで

す。また、戦争とまで行かずとも、国の力で相

手を脅すようなことは一切しないことに決めた

のです。これを戦争の放棄というのです。そう

してよその国と仲よくして、世界中の国がよい

友達になってくれるようにすれば、日本の国は

栄えてゆけるのです。 

  皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらな

いように、また戦争を二度と起こさないように

いたしましょう。」 

  これが当時の社会科教科書の一文でございま

す。新たな年を前に、今、高市政権の強硬姿勢

が問題視されているわけですけれども、やはり

為政者である私たちは、憲法をしっかり読み返

し、そして、二度と戦争を起こさないような外

交努力をしてほしいということを地方から声を

上げていく必要があると思います。 

  全世界が国際平和主義の下、恒久平和を取り

戻し、また、本市では、さくらんぼと幸せがた

わわに実り、市民お一人お一人の夢と希望がさ

らに大きく膨らみ、しっかりと育まれることを

願って、今年最後の私の質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

 

   散    会    午後２時５２分 

 

○柏倉信一議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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